
福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 

平成２４年度第２回総会 次第 
 

                                       日 時  平成25年3月26日 15時00分～ 

                                      場 所  福島テルサ４階 「すりかみ」 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人および書記任命 

 

５ 報告事項 

 報告事項１ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業実施方針及び業務方法書について 

 報告事項２ 規約及び諸規定の一部改正について 

 報告事項３ 平成25年産米の生産数量目標調整取組み方針について 

  報告事項４ 平成24年度上期内部監査の結果について 

 

６ 議  題 

 議案第１号 平成24年度歳入歳出補正予算(案)について 

 議案第２号 平成25年度事業計画(案)について 

議案第３号 平成25年度歳入歳出予算（案）について 

議案第４号 平成25年度負担金の賦課及び徴収方法(案)について 

 議案第５号 事務経費に係る費用の負担に関する協定書(案)について 

 議案第６号 平成25年度産地資金に係る枠配分・設定の方針（案）について 

  議案第７号 事務手続き等に関する付帯決議について 

 

７ 閉  会 

 



大豆・麦等生産体制緊急整備事業について

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ６ 日
県水田農業産地づくり対策等推進会議

１ 事業の概要 別紙のとおり

２ 国予算額 ３３，３５７百万円（２４年度補正）

３ 県推進会議への割当 ３１５，８１５千円

４ 大豆・麦等の生産拡大に向けた取組方針
本県の大豆・麦の生産は、東日本大震災により、特に浜通り地方で大きな打撃を受

け、震災から２年を経過した現在も作付けが回復していない状況にある。

さらに放射性物質汚染の影響による風評や、放射性物質の吸収抑制対策が確立され
ていないなど、大豆・麦の生産振興に困難な状況が続いている。

このため、本事業を活用し、ほ場条件の改善や機械のリース導入、資材の購入など
大豆・麦の生産拡大のための取組を総合的に支援し、本県の大豆・麦の生産を震災前

の水準以上に早期に引き上げる。

表 大豆・麦の作付面積
平成２２年度 平成２４年度（現状）

作物名

田 畑 田 畑
大 豆 2,880ha 1,660 ha 1,220 ha 1,926ha 1,030 ha 896 ha
麦 466ha 375 ha 91 ha 270ha 176 ha 94 ha

合 計 3,346ha 2,035 ha 1,311 ha 2,196ha 1,206 ha 990 ha

５ 事業の概要
(1) 資金の流れ

国（東北農政局）

県水田農業産地づくり対策等推進会議

（機械の購入・リースは県推進会議から直接交付）

２４年度 基金造成

２５年度 補助金交付
地域農業再生協議会 事業の実施

各農業者等

報告事項　１
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(2) 支援内容

ア 品種転換や新技術の導入等による生産性向上、生産体制の強化等の取組
イ ほ場条件の改善に向けた取組
ウ その他地域一体となって実施する生産拡大のための取組

支援の例
・ 機械の購入やリース
・ 資材の購入に要する経費
・ 簡易な土壌改良に要する経費

・ 検討会の開催に要する経費

６ スケジュール

３月１４日まで 規約等の改正
24 ３月１４日 交付申請
年 ３月１８日 補助金の請求
度 ３月２２日 入金（基金造成）

25 ４月 県事業計画の承認申請 → 国の承認
年 （第１回申請受付）
度 ４月下旬 取組の承認・交付決定

（以後、月１回程度締切設定し申請受付）
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大豆・麦等生産体制緊急整備事業 業務方法書

第１章 総 則
（目的）

第１条 この業務方法書は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「県協議
会」という。）が大豆・麦等生産体制緊急整備事業実施要綱（平成25年２月26日付け24
生産第2847号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）、大豆・麦等生
産体制緊急整備事業実施要領（平成25年２月26日付け24生産第2848号農林水産事務次
官依命通知。以下「実施要領」という。）及び大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費
補助金交付要綱（平成25年２月26日付け24生産第2846号農林水産事務次官依命通知。
以下「交付要綱」という。）に基づき行う大豆・麦等生産体制確立推進事業（以下「本
事業」という。）に係る業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正
な運営に資することを目的とする。

（業務運営に関する基本方針）
第２条 県協議会は、その行う業務の重要性に鑑み、実施要綱、交付要綱、実施要領、
大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金（以下「補助金」という。）の交付決定
に当たって東北農政局長から付された条件、本業務方法書その他の法令等を遵守し、
関係機関との緊密な連絡の下に実施要綱第２に基づき行う事業に要する経費を支払う
ために必要な基金を安全に管理しつつ、地域農業再生協議会（農業者戸別所得補償制
度推進事業実施要綱（平成２３年４月１日付２２経営第７１３５号農林水産事務次官
依命通知）第２の２の（２）に定める地域農業再生協議会。（以下「地域協議会」とい
う。）に対する本事業に係る助成金の交付その他の業務を公正、適正かつ効率的に運営
しなければならない。

２ 県協議会は、実施要綱、交付要綱、実施要領その他の法令等を遵守するとともに、
本業務方法書に定めた手続に従って、本事業を行う県内の地域協議会に対し、本事業
に係る助成金を交付するものとする。

第２章 大豆・麦等生産体制緊急整備事業の実施
（都道府県実施方針）

第３条 県協議会長は、実施要領第４の１に定めるところにより都道府県実施方針を作
成し、国の承認を受けた場合、県協議会の区域内の地域協議会長に周知するものとす
る。

（都道府県事業計画）
第４条 県協議会長は、実施要領第４の２の（１）のアに定めるところにより都道府県
事業計画を作成し、国の承認を受けた後、県域全体での取組を行う場合にあっては、
速やかに本事業の交付の対象となり得る者に県域全体の取組の内容を周知するものと
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する。

（地域事業計画）
第５条 地域協議会長は、本事業を実施しようとする場合には､実施要領第４の２の（２）
のアに定めるところにより地域事業計画を作成し、県協議会長に提出するものとする。

２ 県協議会長は、提出された地域事業計画の内容について実施要綱、実施要領等に照
らして審査し、審査の結果、取り組むべき計画として認めた場合は、都道府県事業計
画に反映するものとする。

３ 県協議会長は、都道府県事業計画について国の承認を受けた後、別紙様式第１号に
より都道府県事業計画に含まれた地域事業計画を承認するものとする。

４ 地域協議会長は、地域事業計画の承認を受けた後、速やかに本事業の交付の対象と
なり得る者に地域事業計画の取組の内容を周知するものとする。

（取組計画書兼助成金申請書）
第６条 地域協議会長又は県協議会長は、実施要領第４の３の（１）により取組計画書
兼助成金申請書の様式を定め、必要に応じて本事業の交付の対象となり得る者に配布
し、一定の申請期間を設けた提出期限を定めるものとする。

２ 実施要領第２の２で定める取組参加者は、地域事業計画又は都道府県事業計画で定
めた取組の実施に必要な経費について、実施要領第４の３の（２）に定めるところに
より取組計画書兼助成金申請書を作成し、当該取組を定めた地域協議会長又は県協議
会長に提出するものとする。

３ 取組参加者は、前項の取組計画書兼助成金申請書を提出するに当たって、当該助成
金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、
これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかで

ない場合については、この限りではない。
４ 地域協議会長又は県協議会長は、第２項の取組計画書兼助成金申請書の提出を受け
るに当たっては、取組計画書兼助成金申請書の提出者に対して、第１項の助成金の授
受に関して必要な以下の事項についての承諾を得なければならない。
① 地域協議会長又は県協議会長から、当該助成金に関する報告や立入調査を求め
られた場合にはそれに応じること。

② 当該助成金に係る契約書や領収書等の証拠書類を５年間保存すること。
③ 上記①、②及び実施要綱・実施要領等に定められた要件を満たさないことが判
明した場合、助成金を返還すること。

④ 個人情報の取扱に関する事項
５ 地域協議会長又は県協議会長は、取組参加者より取組計画書兼助成金申請書の提出
があった場合には、審査を行い、その内容が地域事業計画又は都道府県事業計画等に
照らして適当である場合は、これを承認し、取組計画書兼助成金申請書の提出者に別
紙様式第２号により通知するものとする。
なお、取組計画書兼助成金申請書の検査・審査に当たっては、地域協議会にあって
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は市町村、県協議会にあっては県に属する補助事業に精通した者が主となり実施する
などその精度を高めるように努めるものとする。

６ 地域協議会長又は県協議会長は、計画していた以上の申請があった場合には、地域
事業計画又は都道府県事業計画に定める「計画していた以上の申請があった場合の承
認の優先順位等」に基づき、取組参加者の優先順位等の決定や助成率等の調整を行い、
取組計画書兼助成金申請書の提出者に別紙様式２号によりその結果を通知するものと
する。

７ 地域協議会長又は県協議会長は、地域協議会又は県協議会の構成団体から取組参加
者として申請があった場合は、当該申請に係る要件確認及び選定等に当該団体の者を
関与させてはならないものとする。

（取組計画書兼助成金申請書の変更）
第７条 実施要領第４の３の（３）で定める承認が必要な変更とは、以下に掲げる重要
な変更とする。
① 取組の中止又は廃止
② 取組参加者の変更（リース契約における債務承継は除く。）
③ 事業費の３割を超える増減
④ 取組の変更・追加・削除

（大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る事業の執行）
第８条 県協議会及び地域協議会は、都道府県事業計画又は地域事業計画において自ら
が取組を行うこととしている場合には、国又は県協議会より承認を受けた後、当該事
業計画に基づいて取組を行うものとする。

（概算払の請求）
第９条 地域協議会長は、自ら行う取組に限り、県協議会長に別紙様式第３号により第６
条第５項による承認通知を基に概算払請求を行うことができるものとする。

（取組報告書兼助成金請求書）
第10条 第６条第５項により取組計画書兼助成金申請書の承認を受けた取組参加者又は
承認を受けた取組計画書兼助成金申請書について取組参加者と共同で申請した者（以
下「共同申請者」という。）は、地域協議会長又は県協議会長が定める提出期限までに、
取組の実施に必要となった経費の請求について、別紙様式第４号により当該承認を受
けた協議会に提出するものとする。

２ 第６条第３項のただし書により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減
額しないで助成金の申請をした取組参加者又は共同申請者は、第１項の取組報告書兼
助成金請求書を提出するに当たって当該助成金の仕入れに係る消費税等相当額が明ら
かになった場合は、これを助成額から減額して報告しなければならない。

３ 第６条第３項のただし書の適用を受けた取組参加者又は共同申請者は、第１項の取
組報告書兼助成金請求書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

7



本事業に要する経費に対する当該助成金の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合
には、その金額（取組報告書兼助成金請求書において、前項の規定により減額した場
合には、当該金額が減じた額を上回る部分の金額）について別紙様式第９号により速
やかに地域協議会長又は県協議会長に報告するとともに、地域協議会長又は県協議会
長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（地域事業計画に係る助成金の請求）
第11条 地域協議会長は、第10条第１項に基づき取組報告書兼助成金請求書の提出があ
った場合には、検査を行い、その内容が実施要綱及び実施要領等に照らして適正であ
ると認めた場合は、地域協議会が自ら行う取組の実施に必要となった経費と合わせて
助成額を取りまとめ、県域全体の取組に係る検査及び助成金交付等の事務を行う場合
にあっては当該事務に係る必要額を加えて、別紙様式第５号により県協議会長に請求
を行うものとする。

２ 地域協議会長は、地域事業計画に定める「計画していた以上の申請があった場合の
調整方法」により助成率等を調整する必要がある場合には、それに従い、助成率等の
調整を行うものとする。

（大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る助成金の支払）
第12条 県協議会長は、地域協議会長から第11条の請求があった場合には、検査・審査
を行い、その内容が適正であると認めた場合は、第16条第１項の基金から速やかに助
成金を地域協議会長に交付するとともに、地域協議会長に当該助成額を別紙様式第６
号により通知するものとする。

２ 地域協議会長は､県協議会長から当該助成金を交付された場合には、遅滞なく取組報
告書兼助成金請求書の提出者に助成金を交付するとともに、助成額を別紙様式第７号
により通知するものとする。

３ 県域全体の取組を行う場合にあっては、県協議会長は第11条第１項に準じて助成額
を取りまとめ、第２項に準じて取組報告書兼助成金請求書の提出者に助成金を交付す
るとともに、県協議会長は、取組報告書兼助成金請求書の提出者に交付額を別紙様式
第７号により通知するものとする。

４ ３の場合、検査、助成金交付等に係る事務を、地域協議会長が行うことも可能とす
る。
（事務経費）

第13条 県協議会長の承認を受けた地域事業計画に係る事務に要する経費は助成の対象
とする。

２ 対象となる事務費の範囲については、実施要領別表のとおりとする。
３ 県協議会長は、地域協議会の事務費としての活用可能額を定め、地域協議会長へ通
知するものとする。

４ 県協議会長は、県域全体の取組に係る検査及び助成金交付等の事務を関係地域協議
会長が行う場合、当該事務経費を県協議会の事務経費として、地域協議会長からの請
求に応じて支払うものとする。
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（助成金の返納）
第14条 本事業に係る助成金の交付を受けた者又は共同申請者は、助成金を受けた後に
交付要件を満たさないこと等が判明した場合には、助成金の全部又は一部を助成金の
交付を受けた地域協議会長又は県協議会長に返納しなければならない。

２ 県協議会長及び地域協議会長は、本事業に係る助成金の交付を受けた者又はその共
同申請者が、県協議会長及び地域協議会長から助成金を受けた後に交付要件を満たさ
ないこと等が判明した場合には、助成金の交付を受けた者又は共同申請者に対して助
成金の全部又は一部について、期日を定め返納を命じることができるものとする。

３ 前項により返納を命ぜられた者は、当該助成金を地域協議会長又は県協議会長に返
納しなければならない。

４ 第１項又は第３項により返納があった地域協議会長は、速やかに県協議会長に返納
しなければならない。

５ 県協議会長は、地域協議会長が実施要綱、実施要領その他の法令等に違反したと認
めた場合又は本業務方法書に定めた手続に従っていないと認めた場合には、本事業に
係る助成金の全部又は一部について、返納を命じることができるものとする。この場
合には、県協議会長は、違反等の内容、返納の額及び返納の期日を記載した書面を当
該地域協議会長に送付しなければならない。

６ 前項の助成金の返還を命じられた地域協議会長は、前項の期日までに命じられた額
を県協議会長に返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、
地域協議会長は、県協議会長に対し、期日の延長又は返還の全部若しくは一部の取消
しを求めることができるものとする。この措置を求める場合には、地域協議会長は、
期日までに返納できない理由又は返納を困難とする理由を記載した書面を返納の期日
の前日までに県協議会長に提出しなければならない。

７ 県協議会長は、当該地域協議会長より前項の期日の延長又は返納の全部若しくは一
部の取消しを求めた申請があった場合には、その理由が真にやむを得ない事情である
と認められるときにあってはこれを認め、改めて、返納の額及び返納の期日を記載し
た書面（期日の延長の場合にあっては返納の期日のみを、返納の全部の取消しの場合
にあってはその旨を記載した書面）を当該地域協議会長に送付するものとし、真にや
むを得ない事情であると認められないときにあってはその旨を当該地域協議会長に通
知するものとする。

８ 県協議会長は、当該地域協議会長が第２項の返納を相当の期間行わない場合又は第６
項の返還の期日（前項の規定により期日の延長を行った場合にあってはその期日、前
項の規定により期日の延長を認めなかった場合にあっては第２項の期日に第５項の書
面を県協議会長が申請の提出を受けた日から前項の書面が当該地域協議会長に到達し
た日までの日数を加えた日に、さらに５営業日を加えた日）を経過してもなお行わな
い場合には、当該地域協議会長への本事業に係る交付金の交付を停止するとともに、
東北農政局長からその他とるべき措置について指示を受け、その指示の内容について
総会の議決を得なければならない。

９ 第３項又は第４項により返納があった県協議会長は、速やかに東北農政局長へ報告
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し、国への返納手続等について指示を受けるものとする。

（事業の中止又は廃止）
第15条 第６条第５項により取組計画書兼助成金申請書の承認を受けた取組参加者又は
地域協議会長は、事業の遂行が困難になった場合には、速やかに当該地域協議会長又
は県協議会長に報告してその指示を受けなければならない。この指示を求める場合に
は、地域協議会長は、事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した
書類を県協議会長に提出しなければならない。

第３章 基金の管理
（基金の管理）

第16条 県協議会は、要綱第２の１の基金造成事業により造成した基金について大豆・
麦等生産体制緊急整備基金（以下「基金」という。）として勘定を設け、他の事業に係
る経理と区分して管理しなければならない。

２ 県協議会は、基金を国の承認を受けた都道府県事業計画に係る県協議会自ら行う執
行及び本事業に係る助成金の交付以外の使途に使用してはならない。また、当該助成
金の交付は、基金から行われなければならない。

３ 県協議会は、本事業について、県協議会に加え地域協議会ごとに収支を明確にして
おかなければならない。

４ 県協議会は、第１項の基金を（新ふくしま農業協同組合）・（普通貯金無利息型）に
より管理する。

５ 県協議会は、前項の管理からやむを得ず生じた果実は、基金に繰り入れるものとす
る。

６ 県協議会長は、本事業を終了した場合において、基金になお残余があるときは、そ
の国庫への返還手続き等について東北農政局長の指示を受けるものとする。

第４章 報 告

（事業実施状況の報告）
第17条 地域協議会長は、別紙様式第８号により本事業の実施状況報告書を作成し、事
業を実施した翌年度の６月３０日までに県協議会長に報告するものとする。

（事業の評価）
第18条 県協議会長は、要領第５の２の事業評価報告書の作成に当たっては、本事業に
係る助成金の交付を受けた者又は共同申請者及び地域協議会に対して、実施した取組
による効果の発現状況の報告を求めることができるものとする。

第５章 雑 則
（事業期間）
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第19条 本事業の事業期間は、実施要綱施行日から平成２６年３月３１日までとする。

（財産の管理等）
第20条 県協議会長、地域協議会長は、本事業に係る助成金の交付を受けた者又は共同
申請者に対して、本事業により取得した財産を、本事業の完了後においても善良な管
理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従い、効率的な運用を図るように指
示しなければならない。

２ 取得財産を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれるときは、
その全部又は一部を第14条に準じて国に納付させることがある。

（財産の処分の制限）
第21条 県協議会長又は地域協議会長は、本事業に係る助成金の交付を受けた者に対し
て、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年八月二十七日法律
第百七十九号）」第22条に準じて、本事業により取得した財産を地域協議会長又は県協
議会長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸し付け又は担保に供しないよう指示しなければならない。

２ 本事業により取得した財産のうち、第１項の規定の対象となるものは、「補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）」第13条第４号
の規定に準じ、１件当たりの取得価格が50万円以上のものと定めるものとする。

３ 第２項の財産の処分を制限する期間は、助成金交付の目的及び「減価償却資産の耐
用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）」を勘案して、「農林畜水産業関係
補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）」第５条により定める処分制限期間（以
下単に「処分制限期間」という。）に準じることとする。

４ 本事業に係る助成金の交付を受けた者は、処分制限期間中において、処分を制限さ
れた取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ地域協議会長又は県協議会長
の承認を受けなければならない。

５ 第４項に規定する手続きは、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準について（平成20年５月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経
理課長通知）」に準じて行うこととし、県協議会長は、必要に応じて地方農政局長等へ
処分に当たっての意見を求めることができることとする。

６ 第20条第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

（帳簿の備付け等）
第22条 県協議会、本事業に係る助成金の交付を受けた地域協議会及び取組参加者は、
本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出につ
いての証拠書類を整理するとともに、これらの帳簿及び証拠書類を助成金を受領した
会計年度の翌年度から５年間保存するものとする。

２ 取得財産が処分制限期間を経過していない場合においては、前項に規定する書類に
加え、別紙様式第10号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

３ 県協議会長は、必要に応じて、当該地域協議会長に対し、助成金に係る経理内容を
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調査し、県協議会長への助成金の請求の基礎となった関係書類等の閲覧を求めること
ができるものとする。

（その他）
第23条 本業務方法書に定めるもののほか、本事業に係る業務の方法についての細部の
事項については、必要に応じて、東北農政局長の承認を受け県協議会長が別に定める
ものとする。

附 則
この業務方法書は、東北農政局長の承認のあった日から施行する。
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（第５条関係）別紙様式第１号                                                         
 
 

番   号   
年 月 日   

 
 
 ○○○地域農業再生協議会長 殿   
 
 
 
                                 福島市飯坂町平野字三枚長１－１                   
                                   福島県水田農業産地づくり対策等推進会議  
                                   会 長 長島 俊一 
 
 
   大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る地域事業計画の承認について  

                                                                           
平成○年○月○日付け○○で申請のあった地域事業計画について承認したので、

大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第５条第３項の規定に基づき、下記のと
おり承認したので通知する。 
 

記  

１ 承認した事業及びその内容は、平成○○年○月○○日付け○○第○○号で申請のあっ

た大豆・麦等生産体制緊急整備事業地域事業計画（以下単なる「計画」という。）記載

のとおりとする。  

 

２ 承認した助成金の額並びに助成金対象経費及びその取組ごとの配分額は、計画記載の

とおりとする。  

 

３ ○○○地域農業再生協議会長は、大豆・麦等生産体制緊急整備事業実施要綱（平成○

年○月○日付け○生産第○号○○通知。以下「実施要綱」という。）、大豆・麦等生産

体制緊急整備事業実施要領（平成○年○月○日付け○生産第○号○○通知。以下「実施

要領」という。）及び大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書（以下「業務方法書」

という。）に従わなければならない。  

 

４ ○○○地域農業再生協議会長は、計画に記載された取組に係る取組参加者又は共同申
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請者の取組計画書兼助成金申請書の承認の際には、この助成金に係る実施要綱、実施要

領及び業務方法書に従うことを条件としなければならない。  
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（第６条関係）別紙様式第２号                                                       
 
 

番   号   
年 月 日   

 
 ○○ ○○ 殿   
 
                                                 住 所                     
                                                 ○○地域農業再生協議会 
                                                 会 長       印 
 
 

大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る  
取組計画書兼助成金申請書の承認について 

                                                                              
平成○年○月○日付けで提出のあった取組計画書兼助成金申請書について、下記

のとおり全部（又は一部）を承認しましたので、大豆・麦等生産体制緊急整備事業業
務方法書第６条第５項（第６条第６項）の規定に基づき通知します。  
 
※ 助成金の交付は、取組報告書兼支払請求書により取組が確実に実施されたことを

確認した後、行いますので申し添えます。  
 

記 
 
 
１  承 認 し た 取 組 及 び 助 成 額 （※１） 

整 理 番 号 ○  ○ ○    ○ ○ 円  
整 理 番 号 ○  ○ ○    ○ ○ 円  

 
２  助 成 対 象 外 と し た 取 組 （※２） 

整 理 番 号 ○  ○ ○     
整 理 番 号 ○  ○ ○     

 
３  助 成 対 象 外 と し た 理 由 （※２） 

○ ○ の た め 。  
 

※１  承認した取組がない場合は、記載しなくてよい。  

※２  助成対象外とした取組がない場合は、記載しなくてよい。  

 

４ 助成金の対象となる事業及びその内容は、上記１のとおりです。  
 
５ 助成金の額並びに助成対象経費は、上記１のとおりとします。  
 
６ 貴殿は、大豆・麦等生産体制緊急整備事業実施要綱（平成○年○月○日付け○生

産第○号○○通知）、大豆・麦等生産体制緊急整備事業実施要領（平成○年○月○
日付け○生産第○号○○通知）及び大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書（平
成○○年○月○日付け第○○号）に従わなければなりません。  

 
７  本通知に違反した場合（貴殿の責めに帰さない場合を除く）又は事業中止した

場合には、支払を受けた助成金を返納しなければなりません。 
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※以下、必要に応じて取組毎等に用件を付すことができる。 
 
(参考例) 
８ 本事業により取得した機械を、助成金の交付を受けた県協議会長又は地域協議会

長の承認を受けることなく、助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸
し付け又は担保に供してはいけません。 

 
９ 本事業により機械を導入するため締結したリース契約を、助成金の交付を受けた

県協議会長又は地域協議会長の承認を受けることなく、中途解約を行ってはいけ
ません。 

 
10 本事業により取得した機械・機器に係る相続、合併、移譲その他これらに類する

事由により、承継が生じる又は生じた場合は、当該承継が確認できる書類を整え、
助成金の交付を受けた地域協議会長又は県協議会長に速やかに届け出なければな
りません。 

 
11 本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出

についての証拠書類を整理するとともに、これらの帳簿及び証拠書類を、助成金
を受領した会計年度の翌年度から５年間保存しなければなりません。 

 
12 取得財産が処分制限期間を経過していない場合においては、前項に規定する書類

に加え、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければなりません。 
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（第９条関係）別紙様式第３号                                             
 
 

番   号   

年 月 日   

 

 

 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会長 殿            
 

 

                                                 住 所                     
                                                 ○○地域農業再生協議会 
                                                 会 長       印 
 

 

   大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る助成金の概算払請求について 

                                                                              
大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第９条の規定に基づき、助成金を概算払

により交付されたく、下記のとおり請求する。 

 

記 

 

１ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業 

 

今回請求額：                 円  
 
 

交付決定額：                 円  

既 請 求 額  ：                円  

残 額    ：                          円  

 

 

（注１） 交付額の計算の基礎となった資料及び交付要件の確認資料を提示する

こと。  
 

                                                                                  

２  振込先 

  金融機関名  

  支店名  

  種別  

  口座番号  

  口座名義  
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（第１０条関係）別紙様式第４号（その１）
年 月 日

※代表者氏名は法人・組織のみ記入

１　助成金請求額

２　取組内容
※　今回請求する取組について、記載してください。

※１　分類欄には、以下の分類のいずれか該当する番号を記入してください。

「１」品種転換や新技術の導入等による生産性向上、生産体制の強化等の取組

「２」ほ場条件の改善に向けた取組

「３」その他地域一体となって取り組む作付拡大、生産体制の強化等に係る取組

３　添付書類

　

（１）取組計画書兼助成金申請書の写し（軽微な変更があった場合においては、承
　　認を受けた計画書のコピーに変更箇所を加筆修正し添付すること。）
（２）それぞれの取組を行ったことが確認できる書類（契約書の写し、作業日誌等）を添
　　付してください。

合計

助成率 事業費 備考
うち助成金

整理
番号

分類 取組名称
対象作

物
面積又
は員数

単価

住所

　承認を受けた取組計画書兼助成金申請書に基づき事業を実施しましたので、下記のとおり
報告します。
　併せて大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第10条第１項の規定に基づき助成金を
請求します。

記

円

氏名 代表者氏名 印

会長 ○○ 殿

フリガナ フリガナ

　大豆・麦等生産体制緊急整備事業取組報告書兼助成金請求書

○○ 地域農業再生協議会
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（第１０条関係）別紙様式第４号（その２）（購入による機械の導入）
年 月 日

（地域農業再生協議会経由）

※代表者氏名は法人・組織のみ記入

１　助成金請求額

２　取組内容
※　今回請求する取組について、記載してください。

※　購入による機械の導入に関する取組をあらかじめ県協議会が記入しておく。

３　添付書類

　

整理
番号

（１）取組計画書兼助成金申請書の写し（軽微な変更があった場合においては、承
　　認を受けた計画書のコピーに変更箇所を加筆修正し添付すること。）
（２）それぞれの取組を行ったことが確認できる書類（契約書の写し等）を添付
　　してください。

　大豆・麦等生産体制緊急整備事業取組報告書兼助成金請求書

　承認を受けた取組計画書兼助成金申請書に基づき事業を実施しましたので、下記のとおり
報告します。
　併せて大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第10条第１項の規定に基づき助成金を
請求します。

氏名 代表者氏名

フリガナ

印

会長 長島　俊一 殿

記

フリガナ

住所

取組名称

　福島県水田農業産地づくり対策等推進会議

円
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（第１０条関係）別紙様式第４号（その３）（リース方式による機械の導入）
年 月 日

（地域農業再生協議会経由）
【取組参加者】

※代表者氏名は法人・組織のみ記入

〒 －

　

【リース事業者】

〒 －

　

１　助成金請求額

２　取組内容
※　今回請求する取組について、記載してください。

※　リースに関する取組をあらかじめ県協議会が記入しておく。

３　添付書類

　

電話番号

円

事業者名

　承認を受けた取組計画書兼助成金申請書に基づき事業を実施しましたので、下記のとおり
報告します。
　併せて大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第10条第１項の規定に基づき助成金を
請求します。

記

住所

フリガナ

代表者名 印

（１）取組計画書兼助成金申請書の写し（軽微な変更があった場合においては、承
　　認を受けた計画書のコピーに変更箇所を加筆修正し添付すること。）
（２）それぞれの取組を行ったことが確認できる書類（契約書の写し等）を添
　　付してください。

会長 長島　俊一 殿

整理番号

フリガナ

氏名

　大豆・麦等生産体制緊急整備事業取組報告書兼助成金請求書

印

フリガナ

　福島県水田農業産地づくり対策等推進会議

代表者氏名

電話番号

取組名称

住所
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（第１１条関係）別紙様式第５号                                            
                        
 
 

番   号   
年 月 日   

 
 
 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会長 殿            
 
 
                                                 住 所                      
                                                 ○○○地域農業再生協議会 
                                                 会 長         印 
 
 

 大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る助成金の請求について  
                                                                           
   大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第 11 条第１項の規定に基づき下記の
とおり助成金を請求する。 
 

記 
 
１ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業 
 
        今回請求額：                 円（①＋②） 
 

〔 請 求 額 の 内 容 〕  
① 地 域 事 業 計 画 分  

          円  
 

② 都 道 府 県 協 議 会 の 取 組 に 係 る 事 務 経 費  
          円  

 
     交 付 決 定 額 (ｱ )                        円  
     既 請 求 額 （ う ち 地 域 事 業 計 画 分 ） (ｲ )        円  
     既 請 求 額 （ う ち 都 道 府 県 協 議 会 事 務 経 費 ）     円  
     残 額 ( ｱ ) -（ ｲ）                              円  
 

（ 注 １ ）助 成 額 の 計 算 の 基 礎 と な っ た 資 料 及 び 取 組 要 件 の 確 認 資 料 を 提 示 す る

こ と 。  

（ 注 ２ ） 既 請 求 額 に 記 載 す る 額 は 、 今 回 請 求 額 は 除 く こ と 。  

                                                                               
 ２ 振込先 
  金 融 機 関 名  
  支 店 名  
  種 別  
  口 座 番 号  
  口 座 名 義  
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 （第１２条関係）別紙様式第６号                                              
                  
 
 

番   号   
年 月 日   

 
                                        
 ○○○地域農業再生協議会長 殿                
 
 
   
                       住 所 福島市飯坂町平野字三枚長１－１  
                               福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 
                               会 長  長島 俊一          
 
 

                                                                 
  大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る助成額について 

                                                                            
     
  平成○年○月○日付け○第○号で請求のあった大豆・麦等生産体制緊急整備事業に
係る助成額については、下記のとおり交付したので、大豆・麦等生産体制緊急整備事
業業務方法書第 12 条第１項の規定に基づき通知する。      
     
 

記 
 

 大豆・麦等生産体制緊急整備事業 
 
        今回交付額：                 円  
 

〔 交 付 額 の 内 容 〕  
① 地 域 事 業 計 画 分  

     
         円  

    
② 都 道 府 県 協 議 会 の 取 組 に 係 る 事 務 経 費  

 
         円  
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（第１２条関係）別紙様式第７号
　

年 月 日

１　助成金交付額
今回交付額

交付決定額 円
既請求額 円
残額 円

２　助成金交付額の内訳

（様式第４号の取組内容を参照して記載する。）

　大豆・麦等生産体制緊急整備事業に係る助成額の通知について

会長 印

番 号

○○　○○ 殿

記

　平成○年○月○日付けで提出のあった取組報告書兼支払請求書の内容のうち下記の内容に
ついて助成金を交付したので、大豆・麦等生産体制緊急整備事業業務方法書第12条第２項に
基づき、通知します。

円

住所

地域農業再生協議会
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（第１７条関係）別紙様式第８号

年 月 日

印

　大豆・麦等生産体制緊急整備事業実施状況報告書

　福島県水田農業産地づくり対策等推進会議

　大豆・麦等生産体制確立推進事業実施状況報告書について、大豆・麦等生産体制緊急整備
事業業務方法書第17条に基づき、別添のとおり報告する。

長島　俊一 殿会長

住所

地域農業再生協議会

会長

番 号
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（第１７条関係）別添（別紙様式第８号関係）

第１　取組の総括表
　　

第２　（計画していた以上の申請があった場合）承認の優先順位等の調整方法

合計

助成金 備考
整理番

号
分類 取組名称 対象作物

面積又は
員数

事業費

大豆・麦等生産体制緊急整備事業

地域実施状況報告書

協議会
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第３　大豆・麦等の生産拡大の状況

第４　（24年産と比較しての）事業効果発現状況と大豆・麦等の生産拡大に向けた今後の取組について

※　報告３年目において、目標として定めた面積・単収・収穫量に到達しなかった場合、その要因を記入してください。

増加率②

麦

現状・実績

増加率①

kg/10a haha

平成２４年産
（現状）

平成２５年産
（１年目）

平成２６年産
（２年目）

平成２７年産
（３年目・目標年度）

面積

※　取組に係る助成対象作物すべてについて、適宜行を追加し記入してください。平成24年産（現状）の「現状・実績」欄には、承認された事業計画の数値を転記してく

単収

ｔ

作物

ha

収穫量 面積 単収

ha － －

単収 収穫量 面積

ｔ

目標

ha － － ha －合計

kg/10a ｔ

％

％

－ ha － －

収穫量単収

ｔ

％

収穫量

％ ％ ％

面積

％ ％

％

％

ha kg/10a ｔha kg/10a ｔ ha kg/10a

％ ％ ％ ％

目標

％％ ％

ha

％

kg/10aｔ ha kg/10a ｔ haha kg/10a ｔ

現状・実績 ha kg/10a ｔ ha ｔ

増加率①

kg/10a ｔ hakg/10a ｔ kg/10aha

％ ％％ ％ ％

増加率② ％

％ ％ ％

％

大豆

目標

％ ％

kg/10aha kg/10a ｔ ha kg/10a ｔ

現状・実績 ha kg/10a ｔ ｔha kg/10a ｔ ha kg/10a ｔ

増加率①

ha kg/10a

％ ％

ｔ

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

増加率② ％ ％ ％ ％ ％

％％

％

％％ ％

％

※　「増加率①」は平成24年産（現状）に対する割合とし、「増加率②」は、平成27年産（目標年度）に対する割合を記入してください。

％％ ％

ha kg/10a ｔ

kg/10a
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（第１０条２関係）別紙様式第９号        
 
 

平成○○年度大豆・麦等生産体制緊急整備事業 
の仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 
番     号 
年  月  日 

 
  ○○○農業再生協議会長 殿  
   
 
                                                      住 所 
                                  
                                                 氏 名          印 
 

 平成○○年○月○日付け○○第○○号をもって承認のあった取組について、大豆・麦
等生産体制緊急整備事業業務方法書第 10 条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告す
る。 
 

記 
 
１ 業務方法書第 12 条による助成額の通知額      金     円 
  （平成○○年○○月○日付けによる額の確定通知額） 
 
２ 助成金の通知時に減額した仕入れに係る消費税等相当額     金     円 
 
３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る 
 消費税等相当額                                             金     円 
 
４ 助成金返還相当額（３－２）                           金     円 
 
 
（注）その他参考となる資料を添付すること。 
      （３の金額の積算の内訳等） 
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（第２２条２関係）別紙様式第 10 号  
 

財  産  管  理  台  帳 

 

    団体名 

 

実施年度・事業名 平成○○年度・大豆・麦等生産体制緊急整備事業  

番

号 

 

 

 

     事 業 の 内 容                  工 期     経 費 の 配 分          処分制限期間  処分の状況  

摘

要 

 

 

 

 

 事業種目

 

 

   

  

事業主

体 

     

 

工種構

造 

施設区

分 

     

 

施工箇

所 

又  

は 

設置場所

 

   

事業量

   

 

着 

工 

年月

日 

   

 

竣 

工 

年月

日 

 

 

   

  

総事業

費 

    

 

負 担 区 分          

 

耐

用 

年

数 

 

  

 

処分制

限年月

日 

 

 

承 

認 

年月

日 

 

 

処分

の 

内 

容 

 

 

国庫補助金 

 

 

その他 

    

                        円        円          円      

                

                

                

                

 

 （注）１ 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。 

    ２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。 

    ３ 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先及び抵当権等の設定権者の名称又は交付金返還額を記入すること。 

    ４ この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることが

できる。
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約の一部改正 新旧対照表  

改  正  後 現     行 
福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

平成１６年 ４月 ８日制定  

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成１９年 ６月１８日一部改正

平成１９年１２月２５日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２１年 ３月２７日一部改正

平成２１年 ６月１６日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２３年 ５月２３日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

平成２５年 ３月１４日一部改正

 

目次 （略） 

 

   第１章 総則 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

 

（目的） 

第３条 推進会議は、行政と農業者団体等との連携を図り、戦略作物の

生産振興                 、地域における需要

に応じた米の生産の推進、水田農業改革の推進、農業者戸別所得補

償制度等の推進、その他地域  農業の振興等に資することを目的

とする。 

 

 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

平成１６年 ４月 ８日制定 

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成１９年 ６月１８日一部改正

平成１９年１２月２５日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２１年 ３月２７日一部改正

平成２１年 ６月１６日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２３年 ５月２３日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

                                                               

 

目次 （略） 

 

   第１章 総則 

 

第１条 ～ 第２条 （略） 

 

 （目的） 

第３条 推進会議は、食料自給率の向上に向けた水田の有効活用による

麦、大豆、米粉用・飼料用米等の生産拡大の推進、地域における需要

に応じた米の生産の推進、水田農業改革の推進、農業者戸別所得補償

制度等の推進、その他地域水田農業の振興等に資することを目的とす

る。 

 

 

報告事項　２
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改  正  後 現     行 
（事業） 

第４条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行

う。 

(1)  農業者戸別所得補償制度の推進に関すること。 

 (2)  地域農業再生協議会の指導に関すること。 

 (3)  その他推進会議の目的を達成するために必要なこと。 

２         （略） 

 

   第２章 ～ 第６章 

第５条 ～ 第２４条  （略） 

 

   第７章 

第２５条  （略） 

 

第２６条 推進会議の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

(1)  水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補

助金 
 (2)  国産粗飼料増産対策事業補助金 
(3) 大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金 

 (4)  負担金 

(5)  前年度繰越金 

(6)  その他の収入 

 

第２７条 ～ 第３０条   （略） 

 

   第８章 

第 31 条 この規約および第２１条各号の規程に変更があった場合に

は、推進会議は、遅滞なく東北農政局福島地域センター長に届出なけれ

ばならない。 

 

 

 （事業） 

第４条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行

う。 

(1)  農業者戸別所得補償制度の推進に関すること。 

(2)  地域水田農業推進協議会の指導に関すること。 

(3)  その他推進会議の目的を達成するために必要なこと。 

２         （略） 

 

   第２章 ～ 第６章 

第５条 ～ 第２４条  （略） 

 

   第７章 

第２５条  （略） 

 

第２６条 推進会議の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1)  水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補

助金 

 (2)  国産粗飼料増産対策事業補助金 
                        

 (3)  負担金 

(4)  前年度繰越金 

(5)  その他の収入 

 

第２７条 ～ 第３０条   (略) 

 

   第８章 

第 31 条 この規約および第２１条各号の規程に変更があった場合に

は、推進会議は、遅滞なく福島農政事務所長      に届出なけれ

ばならない。 

 

第３２条 ～ 第３４条  （略） 
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改  正  後 現     行 
第３２条 ～ 第３４条  （略） 

 

 第９章 雑則 

第３５条 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則（平成２５年３月１４日） 

１ この規約は、平成２５年３月１４日から施行する。ただし、附則第

２項及び第３項の規定は、平成２５年４月１日より施行する。 

２ 第３条中及び第４条中「農業者戸別所得補償制度」を「経営所得安

定対策」に改める。 

３ 第２６条中「水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進

事業費）補助金」を「水田農業改革支援事業（直接支払推進事業費）

補助金」に改める。 
 

 

 

第９章 雑則 

第３５条 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程の一部改正 新旧対照表 
改  正  後 現     行 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 
         

平成１６年 ４月 ８日制定  

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 １月１０日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成１９年 ６月１８日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２１年 ３月２７日一部改正

平成２１年 ６月１６日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２３年 ５月２３日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

平成２５年 ３月１４日一部改正

 
第１・２条 （略） 
 
  （事務処理体制） 
第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、同表の中

欄に掲げる事務を分担して行うものとし、同表の右欄に掲げる者を責任者

とする。 
福島県 農業者戸別所得補償制度等に

係る事務 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 

農林水産部水

田畑作課長 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 
         

平成１６年 ４月 ８日制定  

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 １月１０日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成１９年 ６月１８日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２１年 ３月２７日一部改正

平成２１年 ６月１６日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２３年 ５月２３日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

                                   
 
第１・２条 （略） 
 
  （事務処理体制） 
第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、同表の中

欄に掲げる事務を分担して行うものとし、同表の右欄に掲げる者を責任者

とする。 
福島県 農業者戸別所得補償制度等に

係る事務 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 

農林水産部水

田畑作課長 
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改  正  後 現     行 
大豆・麦等生産体制緊急整備事

業の実施に係る事務 
その他規約第４条第１項第２

号に係る事務 
福島県農業協同組合中央

会 
水田農業改革支援事業（農業者

戸別所得補償制度推進事業費）

補助金等に係る事務 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
大豆・麦等生産体制緊急整備事

業推進費補助金に係る事務 
その他規約第４条第１項第２

号に係る事務 

農業対策部長

全国農業協同組合連合会

福島県本部 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 農業者戸別所得補償制度策等

の周知および推進に係る事務

統括部長 

福島県米麦事業協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
専務理事 

福島第一食糧卸協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
専務理事 

福島県担い手育成総合支

援協議会 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
会長（福島県

農業会議事務

局長） 
福島県耕作放棄地対策協

議会 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
事務局長（福

島県農業会議

             

          
その他規約第４条第１項第２

号に係る事務 
福島県農業協同組合中央

会 
水田農業改革支援事業（農業者

戸別所得補償制度推進事業費）

補助金等に係る事務 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
             

             
その他規約第４条第１項第２

号に係る事務 

農業対策部長

全国農業協同組合連合会

福島県本部 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 農業者戸別所得補償制度策等

の周知および推進に係る事務

統括部長 

福島県米麦事業協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
専務理事 

福島第一食糧卸協同組合 農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
業務部長 

福島県担い手育成総合支

援協議会 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
会長（福島県

農業会議事務

局長） 
福島県耕作放棄地対策協

議会 
農業者戸別所得補償制度等の

周知および推進に係る事務 
事務局長（福

島県農業会議
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改  正  後 現     行 
農地･経営部

長） 
２ （略） 
 
第４条 （略） 
 
   附 則（略） 
    附 則（略） 
    附 則（略） 
    附 則（略） 
    附 則（略） 
      附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（平成２５年３月１４日議決） 
１ この規程は、平成２５年３月１４日から施行する。ただし、附則第２項

及び第３項の規定は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ 第３条中「農業者戸別所得補償制度等」を「経営所得安定対策等」に改

める。 
３ 第３条中「水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）

補助金」を「水田農業改革支援事業（直接支払推進事業費）補助金」に改

める。 

農地･経営部

長） 
２ （略） 
 
第４条 （略） 
 
   附 則（略） 
    附 則（略） 
    附 則（略） 
    附 則（略） 
    附 則（略） 
      附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程の一部改正 新旧対照表 

改  正  後 現     行 
福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

平成１６年 ４月 ８日制定 

平成１６年 ８月２８日一部改正 

平成１７年 ４月１８日一部改正 

平成１９年 １月１０日一部改正 

平成１９年 ３月２７日一部改正 

平成１９年 ６月１８日一部改正 

平成２０年 ３月２６日一部改正 

平成２０年 ６月２０日一部改正 

平成２１年 ３月２７日一部改正 

平成２１年 ６月１６日一部改正 

平成２２年 ５月１２日一部改正 

平成２３年 ５月２３日一部改正 

平成２４年 ３月２１日一部改正 

平成２５年 ３月１４日一部改正 

 

目次 （略） 

 

   第１章 総則 

 

第１条 （略） 

 

  （適用範囲） 

第２条 推進会議の会計業務に関しては、福島県農産振興事業補助金

交付要綱（平成１６年４月１日付け１６生流第２号農林水産部長通

知）、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱（平成２

３年４月１日付け２２経営第７１３６号農林水産事務次官依命通

知）、大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金交付要綱（平

成２５年２月２６日付け２４生産第２８４６号）及び福島県水田農

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

平成１６年 ４月 ８日制定 

平成１６年 ８月２８日一部改正 

平成１７年 ４月１８日一部改正 

平成１９年 １月１０日一部改正 

平成１９年 ３月２７日一部改正 

平成１９年 ６月１８日一部改正 

平成２０年 ３月２６日一部改正 

平成２０年 ６月２０日一部改正 

平成２１年 ３月２７日一部改正 

平成２１年 ６月１６日一部改正 

平成２２年 ５月１２日一部改正 

平成２３年 ５月２３日一部改正 

平成２４年 ３月２１日一部改正 

                

 

目次 （略） 

 

   第１章 総則 

 

第１条 （略） 

 

  （適用範囲） 

第３条 推進会議の会計業務に関しては、福島県農産振興事業補助金

交付要綱（平成１６年４月１日付け１６生流第２号農林水産部長通

知）、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱（平成２

３年４月１日付け２２経営第７１３６号農林水産事務次官依命通

知）、                           

                      及び福島県水田農
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改  正  後 現     行 
業産地づくり対策等推進会議規約（以下「規約」という。）に定め

るもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第３条 （略） 

 

  （会計区分） 

第４条 推進会議の会計区分は、次に掲げるとおりとし、事業年度ご

とに区分して経理する。 

（1）水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）

補助金等会計 

（2）大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金 

 

２～３ （略） 

 

第５条～第７条 （略） 

 

 （会計事務責任者） 

第８条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、同表

の右欄に掲げる者とする。 

水田農業改革支援事業（農業

者戸別所得補償制度推進事

業費）補助金等 

福島県農業協同組合中央会農業

対策部長 
 

 うち福島県担い手育成総

合支援協議会事務局が所掌

する事務 

福島県担い手育成総合支援協議

会長（福島県農業会議事務局長）

 うち福島県耕作放棄地対

策協議会事務局が所掌する

事務 

福島県耕作放棄地対策協議会経

理責任者（福島県農業会議農地・

経営部長） 

業産地づくり対策等推進会議規約（以下「規約」という。）に定め

るもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第３条 （略） 

 

  （会計区分） 

第４条 推進会議の会計区分は、次に掲げるとおりとし、事業年度ご

とに区分して経理する。 

（1）水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）

補助金等会計 

                        

 

２～３ （略） 

 

第５条～第７条 （略） 

 

 （会計事務責任者） 

第８条 （略） 

２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、同表

の右欄に掲げる者とする。 

水田農業改革支援事業（農業

者戸別所得補償制度推進事業

費）補助金等 

福島県農業協同組合中央会農業

対策部長 
 

 うち福島県担い手育成総合

支援協議会事務局が所掌する

事務 

福島県担い手育成総合支援協議

会長（福島県農業会議事務局長）

 うち福島県耕作放棄地対策

協議会事務局が所掌する事務

福島県耕作放棄地対策協議会経

理責任者（福島県農業会議農地・

経営部長） 
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改  正  後 現     行 
大豆・麦等生産体制緊急整備

事業費補助金 

福島県農業協同組合中央会農業

対策部長 

 

第９条 （略） 

 

   第２章～第７章 

第１０条 ～ 第３７条  （略） 

 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

附 則（平成２５年３月１４日議決） 

１ この規程は、平成２５年３月１４日から施行する。ただし、附則

第２項及び第３項の規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第２条中「農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱」

を「直接支払推進事業費補助金交付要綱」に改める。 

３ 第４条中及び第８条中「水田農業改革支援事業（農業者戸別所得

補償制度推進事業費）補助金等」を「水田農業改革支援事業（直接

支払推進事業費）補助金」に改める。 

 

             

       

              

     

 

第９条 （略） 

 

   第２章～第７章 

第１０条 ～ 第３７条  （略） 

 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 

   附 則 （略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程の一部改正 新旧対照表 
改  正  後 現     行 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 
         

平成１６年 ４月 ８日制定  

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 １月１０日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

平成２５年 ３月１４日一部改正

 
 
第１条～第４条 （略） 
 
（文書管理責任者） 
第５条 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程第３条に

定める事務の区分ごとに文書管理責任者を置く。 
２ 次の表の左欄に掲げる事務局ごとの文書管理責任者は､同表の右欄に掲

げる者とする。 
福島県 農林水産部水田畑作課長 
福島県農業協同組合中央会 農業対策部長 
全国農業協同組合連合会福島

県本部 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 統括部長 
福島県米麦事業協同組合 専務理事 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 
         

平成１６年 ４月 ８日制定  

平成１７年 ４月１８日一部改正

平成１９年 １月１０日一部改正

平成１９年 ３月２７日一部改正

平成２０年 ６月２０日一部改正

平成２２年 ５月１２日一部改正

平成２４年 ３月２１日一部改正

                                   
 
 
第１条～第４条 （略） 
 
（文書管理責任者） 
第５条 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程第３条に定

める事務の区分ごとに文書管理責任者を置く。 
２ 次の表の左欄に掲げる事務局ごとの文書管理責任者は､同表の右欄に掲

げる者とする。 
福島県 農林水産部水田畑作課長 
福島県農業協同組合中央会 農業対策部長 
全国農業協同組合連合会福島

県本部 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 統括部長 
福島県米麦事業協同組合 専務理事 
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改  正  後 現     行 
福島第一食糧卸協同組合 専務理事 
福島県担い手育成総合支援協

議会 
会長（福島県農業会議事務局長） 

福島県耕作放棄地対策協議会 文書管理責任者（福島県農業会議農地・

経営部考査役） 
３ 専門部会に関する文書管理責任者は、会長が別に定める専門部会設置要

領の規定によるものとする。   
 
第６条 ～ 第２４条 （略） 
 
      附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（平成２５年３月１４日議決） 

この規程は、平成２５年３月１４日から施行する。 
 

福島第一食糧卸協同組合 業務部長 
福島県担い手育成総合支援協

議会 
会長（福島県農業会議事務局長） 

福島県耕作放棄地対策協議会 文書管理責任者（福島県農業会議農地・

経営部考査役） 
３ 専門部会に関する文書管理責任者は、会長が別に定める専門部会設置要

領の規定によるものとする。   
 
第６条 ～ 第２４条 （略） 
 
      附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
   附 則（略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

 

平成１６年 ４月 ８日制定 

平成１７年 ４月１８日一部改正 

平成１９年 ３月２７日一部改正 

平成１９年 ６月１８日一部改正 

平成１９年１２月２５日一部改正 

平成２０年 ６月２０日一部改正 

平成２１年 ３月２７日一部改正 

平成２１年 ６月１６日一部改正 

平成２２年 ５月１２日一部改正 

平成２３年 ５月２３日一部改正 

                  平成２４年 ３月２１日一部改正 

平成２５年 ３月１４日一部改正 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 会員等（第５条－第８条） 

 第３章 役員等（第９条－第１２条） 

 第４章 総会（第１３条－第１９条） 

 第５章 事務局等（第２０条－第２２条） 

 第６章 専門部会（第２３条－第２４条） 

  第７章 会計（第２５条－第３０条） 

 第８章 規約の変更、解散及び残余財産の処分（第３１条－第３２条） 

 第９章 雑則（第３３条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この協議会の名称は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会

議」という。）とする。 

 （事務局） 

第２条 推進会議は、主たる事務局を福島市飯坂町平野字三枚長１番地１に、従たる事務

局を県内に７箇所置く。 

 （目的） 

第３条 推進会議は、行政と農業者団体等との連携を図り、戦略作物の生産振興、地域に

おける需要に応じた米の生産の推進、水田農業改革の推進、農業者戸別所得補償制度等
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の推進、その他地域農業の振興等に資することを目的とする。 

 （事業） 

第４条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 (1)  農業者戸別所得補償制度の推進に関すること。 

 (2) 地域農業再生協議会の指導に関すること。  

 (3)  その他推進会議の目的を達成するために必要なこと。 

２ 推進会議は、前項第１号及び第３号に関する事務の一部を、会長が別に定める団体に

委託して実施することができる。 

 

   第２章 会員等 

 （推進会議の会員） 

第５条 推進会議は、次に掲げるものをもって構成する。 

    福島県 福島県農業協同組合中央会  全国農業協同組合連合会福島県本部 福島県米

穀肥料協同組合 福島県米麦事業協同組合 福島第一食糧卸協同組合 福島県市長会 

福島県町村会 福島県担い手育成総合支援協議会 福島県耕作放棄地対策協議会 

 （届出） 

第６条 会員は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったとき

は、遅滞なく推進会議にその旨を届け出なければならない。 

 （退会） 

第７条 会員は、退会しようとするときは、その旨を推進会議に届出なければならない。 

２ 会員が解散した時は、退会したものとみなす。 

 （除名） 

第８条 推進会議は、会員が推進会議の会員としてふさわしくない行為をしたときその他

特別の事由があるときは、総会の議決を経て、その会員を除名することができる。この

場合には、推進会議は、その総会の開催の日の７日前までに、その会員に対し、その旨

を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。 

    

第３章 役員等 

 （役員の定数及び選任） 

第９条 推進会議に次の各号に掲げる役員を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって

充てる。 

 (1)  会長  福島県農業協同組合中央会常務理事 

 (2)  副会長 福島県農林水産部長 

 (3)  監事  福島県市長会事務局長及び福島県町村会事務局長 

２ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

 （役員の職務）                                                                 

第 10 条 会長は推進会議を代表し、その業務を総理する。 
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２ 副会長は、会長を補佐して推進会議の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職

務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 

３ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

 (1) 推進会議の業務執行及び会計の状況を監査すること。 

 (2)  前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

 (3)  前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 

 （役員の解任） 

第 11 条 推進会議は、役員が推進会議の役員としてふさわしくない行為をしたときその他 

特別の事由があるときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この

場合には、推進会議は、その総会の開催の日の７日前までに、その役員に対し、その旨

を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。 

 （役員の報酬） 

第 12 条 役員は、無報酬とする。 

２ 役員には、費用を弁償することができる。 

３ 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

   第４章 総会 

 （総会の種別等） 

第 13 条 推進会議の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 

３ 通常総会は、毎年１回以上開催する。 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

 (1)  会員現在数の５分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があっ

たとき。 

 (2)  第１０条第３項第３号の規定により監事が招集したとき。 

 (3)  その他会長が必要と認めたとき。 

 （総会の招集） 

第 14 条 前条第４項第１号の規定による請求があったときは、会長はその請求のあった日 

から３０日以内に総会を招集しなければならない。 

２ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時及び場所並びに会議

の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって会員に通知してしなければならな

い。ただし、会員全員の同意があり、かつ会議の目的たる事項が第１７条第４号又は第

５号に掲げるものでないときは、招集の手続を経ないで総会を開催することができる。 

３ 会議の開催に当たっては、公平性・透明性の確保のため、事前の告知、会議の公開及

び議事録の公表を行う。 

（総会の議決方法等） 

第 15 条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 
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２ 会員は、総会において、各１個の表決権を有する。 

３ 総会においては、前条第２項によりあらかじめ通知された会議の目的たる事項につい

てのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項であって第１７条第４号又は

第５号に該当しないものにあっては、この限りでない。 

４ 総会の議事は、第１７条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員

として議決に加わる権利を有しない。 

 （総会の権能） 

第 16 条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

 (1)  事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。 

 (2)  事業報告及び収支決算に関すること。 

 (3)  諸規程の制定及び改廃に関すること。 

 (4)  その他推進会議の運営に関する重要な事項 

 （特別議決事項） 

第 17 条 次に掲げる事項は、総会において、出席者の表決権の３分２以上の多数による議

決を必要とする。 

 (1)  この規約の変更 

 (2)  業務方法書の変更 

 (3)  推進会議の解散 

 (4)  会員の除名 

 (5) 役員の解任 

 （書面又は代理人による表決） 

第 18 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された会議

の目的たる事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。 

２ 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに推進会議に到着しないときは、無効とす

る。 

３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を推進会議に提出しなければならない。 

４ 第１項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。 

 （議事録） 

第 19 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及び出席会員のうちからその総

会において選任された議事録署名人２名以上が署名押印しなければならない。 

 (1)  総会の日時及び場所 

 (2)  会員の現在数、出席会員数及び出席会員の氏名（書面表決者及び表決委任者の場合

にあっては、その旨を付記すること。） 

 (3)  議案 

 (4)  議事の経過の概要及びその結果 
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 (5)  議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、主たる事務局に備え付けておかなければならない。      

                

   第５章 事務局等 

 （事務局）                                                      

第 20 条 総会の決定に基づき推進会議の業務を執行するため、事務局を置く。 

２ 事務局の構成は次に掲げるとおりとする。 

 (1) 福島県 

 (2)  福島県農業協同組合中央会 

 (3)  全国農業協同組合連合会福島県本部 

 (4)  福島県米穀肥料協同組合 

 (5) 福島県米麦事業協同組合 

 (6) 福島第一食糧卸協同組合 

 (7) 福島県担い手育成総合支援協議会 

 (8) 福島県耕作放棄地対策協議会 

３ 前項各号の事務局の構成団体には、各事務の区分ごとに責任者を置く。 

４ 推進会議は、業務の適正な執行のため事務局長を置き、福島県農業協同組合中央会農

業対策部長をもって充てる。 

５ 事務局長は、業務を総括して会務を処理する。 

 （業務の執行） 

第 21 条 推進会議の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次に掲

げる規程による。 

 (1) 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 

 (2)  福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程（以下「会計処理規程」と

いう。） 

 (3)  福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 

 (4)  福島県水田農業産地づくり対策等推進会議公印取扱規程 

 (5)  福島県水田農業産地づくり対策等推進会議内部監査実施規程 

 (6)  その他必要な規程 

 （書類及び帳簿の備付け）                                                     

第 22 条 推進会議は、主たる事務局に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけれ

ばならない。 

 (1)  この規約及び前条各号の規程 

 (2)  役員等の氏名及び住所を記載した書面 

 (3)  収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

 (4)  その他前条各号の規程に基づく書類及び帳簿 
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   第６章 専門部会 

 （専門部会の設置） 

第 23 条 推進会議は、第３条及び第４条第１項第３号にもとづく水田を活用した作物の産

地確立の推進をはかるため、総会の決議により専門部会を設置することができるものと

する。 

（専門部会の構成と運営） 

第 24 条 各専門部会の構成及び運営方法については、会長が別に定める専門部会設置要領

で定めるものとする。 

２ 専門部会は、その目的達成のために必要な場合には、推進会議会員以外も構成員とな

ることができるものとする。 

 

   第７章 会計 

 （事業年度） 

第 25 条 推進会議の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 （資金） 

第 26 条 推進会議の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1)  水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補助金 

(2)  国産粗飼料増産対策事業補助金 

(3)  大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金 

(4)  負担金 

 (5) 前年度繰越金 

(6) その他の収入 

 （資金の取扱い） 

第 27 条 推進会議の資金は、資金の種類ごとに区分経理することとし、その取扱方法は業

務方法書及び会計処理規程で定める。 

 （事務経費支弁の方法等） 

第 28 条 推進会議の事務に要する経費は、第２６条各号に掲げる資金をもって充てる。 

 （事業計画及び収支予算） 

第 29 条 推進会議の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければな

らない。 

 （予算の繰越し） 

第 29 条の２  資金の種類が負担金であるもののうち、年度内に支払義務が生じなかったも

のがあるときは、会計処理規程で定めることにより、その額の一部又は全部を翌年度に

繰り越して使用することができる。 

 （暫定予算等） 

第 29 条の３ 会長は、必要に応じて、推進会議の一事業年度のうち一定期間に係る暫定事

業計画及び暫定予算を定め、執行することができる。 
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２ 前項の暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、

その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、

当該年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。 

 （監査等） 

第 30 条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の

日の７日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。 

 (1)  事業報告書 

 (2)  収支計算書 

 (3)  財産目録  

２ 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に

提出しなければならない。 

３ 会長は、第１項の書類及び監査報告書について、総会の承認を得た後、これを主たる

事務局に備え付けておかなければならない。 

 

   第８章 規約の変更、解散及び残余財産の処分 

 （届出） 

第 31 条 この規約および第２１条各号の規程に変更があった場合には、推進会議は、遅滞

なく東北農政局福島地域センター長に届出なければならない。 

 （事業終了後の場合の残余財産の処分） 

第 32 条 第４条第１項第１号の事業が終了した場合及び推進会議が解散した場合において、

その債務を弁済してなお残余財産がある場合、第４条第１項第１号の事業については福

島県知事に、その他の国費相当額については実施した事業の実施要綱その他規程の定め

るところにより東北農政局長に、それぞれ返還する。 

２ 推進会議の資金のうち、第２９条の２に基づき繰り越す額を超える負担金については、

各負担者の負担割合に応じて精算するものとする。 

３ 前２項以外の残余財産については、総会の議決を経て推進会議の目的と類似の目的を

有する他の団体に寄附するものとする。 

   第９章 雑則 

第 33 条 この規約に定めるもののほか、推進会議の事務の運営上必要な事項は、会長が別

に定める。 

   附 則 

１ この規約は、平成１６年４月８日から施行する。 

２ 推進会議の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第２９条の規定にかかわらず、設

立総会の定めるところによる。 

      附 則（平成１７年４月１８日議決） 

１ この規約は、平成１７年４月１８日から施行する。 

２ 推進会議の平成１７年度の事業計画及び収支予算は、改正前の第２９条の規定にかか
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わらず、平成１７年度第１回臨時総会の定めるところによる。 

      附 則（平成１９年３月２７日議決） 

この規約は、東北農政局の承認を受けた日から施行する。 

      附 則（平成１９年６月１８日議決） 

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則（平成１９年１２月２５日議決） 

この規約は、平成１９年７月２５日から施行する。 

   附 則（平成２０年６月２０日議決） 

この規約は、平成２０年６月２０日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月２７日議決） 

この規約は、平成２１年３月２７日から施行する。 

 附 則（平成２１年６月１６日） 

この規約は、平成２１年６月１６日から施行する。 

附 則（平成２２年５月１２日） 

１ この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年産の取組に係る水田農業構造改革対策、耕畜連携水田活用対策及び水田等

有効活用促進対策については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２３年５月２３日） 

１ この規約は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 地域水田農業活性化緊急対策実施要綱に係る取組及び平成２２年度以前に行われた水

田農業構造改革対策実施要綱等に係る取組については、なお従前の例による。 

 附 則（平成２４年３月２１日） 

この規約は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１４日） 

１ この規約は、平成２５年３月１４日から施行する。ただし、附則第２項及び第３項の

規定は、平成２５年４月１日より施行する。 

２ 第３条中及び第４条中「農業者戸別所得補償制度」を「経営所得安定対策」に改める。 

３ 第２６条中「水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補助金」

を「水田農業改革支援事業（直接支払推進事業費）補助金」に改める。 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 
 

平成１６年４月 ８日制定 
                                       平成１７年４月１８日一部改正 

             平成１９年１月１０日一部改正 
      平成１９年３月２７日一部改正 
    平成１９年６月１８日一部改正 
    平成２０年６月２０日一部改正 
    平成２１年３月２７日一部改正 
    平成２１年６月１６日一部改正 
    平成２２年５月１２日一部改正 
                平成２３年５月２３日一部改正 

平成２４年３月２１日一部改正 
平成２５年３月１４日一部改正 

 
  （目的） 
第１条 この規程は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」とい

う。）における事務の取扱について必要な事項を定め、事務処理を適正かつ能率的にする

ことを目的とする。 
  （事務処理の原則） 
第２条 推進会議における事務処理は、軽易なものを除き、全て文書をもって行わなけれ

ばならない。 
２ ファクシミリ、電子メールその他の方法で照会、回答、報告又は打合せ等を行ったと

きは、文書に準じて処理する。 
３ 推進会議の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間

の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。 
  （事務処理体制） 
第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、同表の中欄に掲げる事

務を分担して行うものとし、同表の右欄に掲げる者を責任者とする。 
福島県 農業者戸別所得補償制度等に係る事務

農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
大豆・麦等生産体制緊急整備事業の実施

に係る事務 
その他規約第４条第１項第２号に係る

事務 

農林水産部水田畑

作課長 
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福島県農業協同組合中央

会 
水田農業改革支援事業（農業者戸別所得

補償制度推進事業費）補助金等に係る事

務 
農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
大豆・麦等生産体制緊急整備事業の実施

に係る事務 
その他規約第４条第１項第２号に係る

事務 

農業対策部長 

全国農業協同組合連合会

福島 
県本部 

農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
米穀部長 

福島県米穀肥料協同組合 農業者戸別所得補償制度策等の周知お

よび推進に係る事務 
統括部長 

福島県米麦事業協同組合 農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
専務理事 

福島第一食糧卸協同組合 農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
専務理事 

福島県担い手育成総合支

援協議会 
農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
会長（福島県農業

会議事務局長） 
福島県耕作放棄地対策協

議会 
農業者戸別所得補償制度等の周知およ

び推進に係る事務 
事務局長（福島県

農業会議農地･経

営部長） 
２ 専門部会に関する事務処理は、会長が別に定める専門部会設置要領の規程にもとづき

実施するものとする。 
（雑則） 
第４条 実施しようとする事業の実施要綱その他の規程、推進会議規約及びこの規程に定

めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。 
 
   附 則（平成１６年４月８日議決） 
  この規程は、平成１６年４月８日から施行する。 
   附 則（平成１７年４月１８日議決） 
  この規程は、平成１７年４月１８日から施行する。 
   附 則（平成１９年１月１０日議決） 
  この規程は、平成１９年１月１０日から施行する。 
   附 則（平成１９年３月２７日議決） 
  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成１９年６月１８日議決） 
  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
      附 則（平成２０年６月２０日議決） 
 この規程は、平成２０年６月２０日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２７日議決） 
 この規程は、平成２１年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２１年６月１６日議決） 
 この規程は、平成２１年６月１６日から施行する。 

附 則（平成２２年５月１２日議決） 
 １ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 ２ 平成２１年産の取組に係る水田農業構造改革対策、耕畜連携水田活用対策及び水田

等有効活用促進対策については、なお従前の例による。 
   附 則（平成２３年５月２３日議決） 
  １ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
 ２ 地域水田農業活性化緊急対策実施要綱に係る取組及び平成２２年度以前に行われた

水田農業構造改革対策実施要綱等に係る取組については、なお従前の例による。 
附 則（平成２４年３月２１日議決） 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２５年３月１４日議決） 
  １ この規程は、平成２５年３月１４日から施行する。ただし、附則第２項及び第３項

の規定は、平成２５年４月１日から施行する。 
 ２ 第３条中「農業者戸別所得補償制度等」を「経営所得安定対策等」に改める。 
 ３ 第３条中「水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補助金」

を「水田農業改革支援事業（直接支払推進事業費）補助金」に改める。 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 
 

平成１６年４月 ８日制定 
                   平成１６年８月２８日一部改正 
                   平成１７年４月１８日一部改正 
                   平成１９年１月１０日一部改正 

平成１９年３月２７日一部改正 
平成１９年６月１８日一部改正 
平成２０年３月２６日一部改正 

                   平成２０年６月２０日一部改正 
                   平成２１年３月２７日一部改正 
                   平成２１年６月１６日一部改正 
                   平成２２年５月１２日一部改正 
                   平成２３年５月２３日一部改正 

平成２４年３月２１日一部改正 
平成２５年３月１４日一部改正 

 
 
目次 
  第１章 総則（第１条－第９条） 
 第２章 勘定科目及び会計帳簿類（第１０条－第１５条） 
 第３章 予算（第１６条－第１９条） 
  第４章 出納（第２０条－第２７条） 
 第５章 物品（第２８条－第３１条） 
 第６章 決算（第３２条－第３６条） 
 第７章 雑則（第３７条） 
 附則 
 
    第１章 総則 
  （目的） 
第１条 この規程は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」とい

う。）の会計の処理に関する基準を確立して、推進会議の業務の適正かつ能率的な運営と

予算の適正な実施を図ることを目的とする。 
  （適用範囲） 
第２条 推進会議の会計業務に関しては、福島県農産振興事業補助金交付要綱（平成１６

年４月１日付け１６生流第２号農林水産部長通知）、農業者戸別所得補償制度推進事業費

補助金交付要綱（平成２３年４月１日付け２２経営第７１３６号農林水産事務次官依命
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通知）、大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金交付要綱（平成２５年２月２６日

付け２４生産第２８４６号）及び福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約（以下

「規約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 
  （会計原則） 
第３条 推進会議の会計は、次に掲げる原則に適合するものでなければならない。 
 (1)  推進会議の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。 
 (2)  すべての取引について、正確な記帳整理をすること。 
 (3)  会計の処理方法及び手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しな

いこと。 
  （会計区分） 
第４条 推進会議の会計区分は、次に掲げるとおりとし、事業年度ごとに区分して経理す

る。 
 (1)  水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業費）補助金等会計 
(2)  大豆・麦等生産体制緊急整備事業推進費補助金 

２ 前項第１号の会計区分については、県からの補助金及び国費並びに負担金をそれぞれ

区分経理する。 
３ 推進会議の業務遂行上必要のある場合は、第１項の会計と区分して、特別会計を設け

ることができるものとする。 
  （口座の開設） 
第５条 前条の会計に関する口座は新ふくしま農業協同組合に開設する。 
 （会計年度） 
第６条 推進会議の会計年度は、規約に定める事業年度に従い毎年４月１日から翌年３月

３１日までとする。 
  （会計管理責任者） 
第７条 会計事務の総合調整を図るため、会計管理責任者を置き、福島県農業協同組合中

央会農業対策部長をもって充てる。 
  （会計事務責任者） 
第８条 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程第３条に定める各事務の

区分ごとに会計事務責任者を置く。 
２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、同表の右欄に掲げる者と

する。 
水田農業改革支援事業（農業者戸別所得

補償制度推進事業費）補助金等 
福島県農業協同組合中央会農業対策部長 
 

 うち福島県担い手育成総合支援協議

会事務局が所掌する事務 
福島県担い手育成総合支援協議会長 
（福島県農業会議事務局長） 

 うち福島県耕作放棄地対策協議会事

務局が所掌する事務 
福島県耕作放棄地対策協議会経理責任者（福島

県農業会議農地・経営部長） 
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大豆・麦等生産体制緊急整備事業費補助

金 

福島県農業協同組合中央会農業対策部長 

  （帳簿書類の保存、処分） 
第９条 会計に関する帳簿、伝票、書類等（第３項において「帳簿等」という。）の保存期

間は次のとおりとする。 
 (1)  予算及び決算書類    ５年 
 (2)  会計帳簿及び会計伝票   ５年 
 (3)  証ひょう書類            ５年 
 (4)  その他の書類            ３年 
２ 前項の保存期間は決算完結の日から起算する。 
３ 帳簿等の焼却その他の処分を行う場合は、会計管理責任者の指示又は承認によって行

うものとする。 
 
     第２章 勘定科目及び会計帳簿類 
  （勘定科目） 
第 10 条 各会計区分には、収入及び支出の状況並びに財政状態を的確に把握するため必要 
な勘定科目を設ける。 

２ 各勘定科目の名称、配列及び内容については会長が別に定める。 
  （勘定処理の原則） 
第 11 条 勘定処理を行うに当たっては、次に掲げる原則に留意しなければならない。 
 (1)  すべての収入及び支出は予算に基づいて処理しなければならない。 
 (2)  収入と支出は相殺してはならない。 
 (3)  その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠しなければならない。 
  （会計帳簿） 
第 12 条 会計帳簿は、次のとおりとする。 
 (1)  主要簿 
  ア  仕訳帳 
   イ  総勘定元帳 
 (2)  補助簿 
２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。 
３ 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票及び総勘定元帳と有機

的関連のもとに作成しなければならない。 
４ 総勘定元帳及び補助簿の様式は会長が別に定める。 
  （会計伝票） 
第 13 条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 
２ 会計伝票は次のとおりとし、その様式は会長が別に定める。 
 (1)  入金伝票 
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 (2)  出金伝票 
 (3)  振替伝票 
３ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存する。 
４ 会計伝票は作成者が押印し、会計事務責任者の承認印を受けるものとする。 
５ 証ひょうとは、会計伝票の正当性を立証する書類をいう。 
  （記帳） 
第 14 条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 
２ 補助簿は、会計伝票又は証ひょう書類に基づいて記帳しなければならない。 
  （帳簿の更新） 
第 15 条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 
 
     第３章 予算 
  （予算の目的） 
第 16 条 予算は、各会計年度の事業活動を明確な係数でもって表示することにより収支の

合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。 
第 16 条の２ 規約第２９条の２の規定による予算の繰り越しは、１００万円以下で会長が

定める額とする。 
  （事業計画及び収支予算） 
第 17 条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度会計区分ごとに作成し、総会の議決を経て

これを定める。 
２ 第１項の規定にかかわらず、規約第２９条の３の規定による暫定事業計画及び暫定予

算については、会長が専決する。 
  （予算の実施） 
第 18 条 予算の執行者は会長とする。 
  （予算の流用） 
第 19 条 予算は定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。 
 
     第４章 出納 
  （金銭の範囲） 
第 20 条 この規程において金銭とは現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、郵便為

替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。 
  （金銭出納の明確化） 
第 21条 会計処理担当者は、金銭の出納及び保管を厳正確実に行い、日々の出納を記録し、

常に金銭の残高を明確にしなければならない。 
２ 金銭の出納は、第１３条の規定による会計伝票によって行わなければならない。 
   （金銭の収納） 
第 22 条 金銭を収納したときは、会長が別に定める領収証用紙による領収証を発行しなけ
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ればならない。 
２ 入金先の要求その他の事由より、前項の領収証用紙によらない領収証を発行する必要

があるときは、会計管理責任者の承認を得てこれを行う。 
３ 銀行振込入金の場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しない。 
  （支払方法） 
第 23 条 会計処理担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取り引

きを証する書類に基づき、会計事務責任者の承認を得て行うものとする。 
２ 支払は、銀行振込みにより行うものとする。ただし、小口払その他これによりがたい

として会計事務責任者が認めた場合は、この限りでない。 
  （支払期日） 
第 24 条 金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払のも

のについてはこの限りではない。 
  （領収証の徴収） 
第 25条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、

領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることがで

きる。 
２ 銀行振込みの方法により支払を行うときは、取扱銀行の振込金受取書をもって支払先

の領収証に代えることができる。 
  （預金等の保管） 
第 26 条 預貯金証書等については、所定の金庫に保管し、又は金融機関等に保護預けする

ものとする。 
  （金銭の過不足） 
第 27 条 金銭に過不足が生じたときは、遅滞なく会計管理責任者に報告し、その指示を受

けるものとする。 
 
     第５章 物品 
  （物品の定義） 
第 28 条 物品とは、消耗品並びに耐用年数１年以上の器具及び備品をいう。 
  （物品の購入） 
第 29 条 物品の購入については、稟議書に見積書を添付して、会計管理責任者を経て会長

の決裁をうけなければならない。ただし、１件の購入金額が２０万円未満のときは、事

務局長が専決することができる。 
  （物品の照合） 
第 30 条 会計処理担当者は、器具及び備品について、備品台帳を設けて保全状況及び移動

について所要の記録を行うとともに、そのき損、滅失又は移動があった場合は、会計事

務責任者に通知しなければならない。 
２ 会計事務責任者は、器具及び備品について、毎事業年度１回以上現物照合し、差異が
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ある場合は、所定の手続きを経て、台帳の整備を行わなければならない。 
  （規定の準用） 
第 31 条 推進会議の運営に必要な経費であって、会議費等軽微なものの支出については、

第２９条ただし書の規定を準用する。 
 
     第６章 決算 
  （決算の目的） 
第 32 条 決算は一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、年度

末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 
   （決算の種類） 
第 33 条 決算は毎半期末の半期決算と毎年３月末の年度決算に区分する。 
  （半期決算） 
第 34 条 会計管理責任者は、毎半期末に会計記録を整理し、次に掲げる計算書類を作成し

て翌月の１５日までに事務局長を経て会長に報告しなければならない。 
 (1)  合計残高試算表 
 (2)  予算対比収支計算書 
  （財務諸表の作成） 
第 35 条 会計管理責任者は、毎事業年度終了後速やかに当該事業年度末における決算に必

要な整理を行い、次に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。 
 (1)  収支計算書 
 (2)  財産目録 
  （決算の確定） 
第 36 条 会長は前条の計算書類に基づいて監事の監査を受けた後、監事の意見書を添えて

総会に提出し、その承認を受けて決算を確定する。 
 
     第７章 雑則 
第 37 条 実施しようとする事業の実施要綱その他の規程、協議会規約及びこの規程に定め

るもののほか、この規程の施行に関し必要な事項及び会計事務の手続きについては、会

長が定める。 
 
   附 則（平成１６年４月８日議決） 
１ この規程は、平成１６年４月８日から施行する。ただし、附則第２項の規定は、平成

１６年８月２８日から施行する。 
２ 第５条中「福島県信用農業協同組合連合会」を「新ふくしま農業協同組合」に改める。 
   附 則（平成１７年４月１８日議決） 
  この規程は、平成１７年４月１８日から施行する。 
   附 則（平成１９年１月１０日議決） 
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  この規程は、平成１９年１月１０日から施行する。 
   附 則（平成１９年３月２７日議決） 
  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則（平成１９年６月１８日議決） 
  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２０年３月２６日議決） 
  この規程は、平成２０年３月２６日から施行する。 
   附 則（平成２０年６月２０日議決） 
  この規程は、平成２０年６月２０日から施行する。 
   附 則（平成２１年３月２７日議決） 
  この規程は、平成２１年３月２７日から施行する。 
   附 則（平成２１年６月１６日議決） 
  この規程は、平成２１年６月１６日から施行する。 
   附 則（平成２２年５月１２日議決） 
  １ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 ２ 平成２１年産の取組に係る水田農業構造改革対策、耕畜連携水田活用対策及び水田

等有効活用促進対策については、なお従前の例による。 
   附 則（平成２３年５月２３日議決） 
  １ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
 ２ 地域水田農業活性化緊急対策実施要綱に係る取組及び平成２２年度以前に行われた

水田農業構造改革対策実施要綱等に係る取組については、なお従前の例による。 
   附 則（平成２４年３月２１日議決） 
  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２５年３月１４日議決） 
  １ この規程は、平成２５年３月１４日から施行する。ただし、附則第２項及び第３項

の規定は、平成２５年４月１日から施行する。 
 ２ 第２条中「農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱」を「直接支払推進

事業費補助金交付要綱」に改める。 
 ３ 第４条中及び第８条中「水田農業改革支援事業（農業者戸別所得補償制度推進事業

費）補助金等」を「水田農業改革支援事業（直接支払推進事業費）補助金」に改める。 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議文書取扱規程 
                    

平成１６年 ４月 ８日制定 
                  平成１７年 ４月１８日一部改正 
                  平成１９年 １月１０日一部改正 
                  平成１９年 ３月２７日一部改正 
                  平成２０年 ６月２０日一部改正 
                  平成２２年 ５月１２日一部改正 
                  平成２４年 ３月２１日一部改正 

平成２５年 ３月１４日一部改正 
 
 
  （目的） 
第１条 この規程は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」とい

う。）における文書の取扱について必要な事項を定め、文書による事務の処理を適正かつ

能率的にすることを目的とする。 
  （文書の処理及び取扱の原則） 
第２条 文書は、事件の当初から完結までのものを一括してつづるものとする。一括する

ことができないものがあるときは、その旨を明らかにしておかなければならない。 
第３条 文書は、確実、迅速に処理し、かつ、丁寧に取り扱うとともに、これを保管する

場合は、常にその所在を明確にしておかなければならない。 
  （文書の発信者名） 
第４条 文書は、会長、事務局長又は専門部会長以外の名により発信してはならない。た

だし、事務連絡等軽微な文書についてはこの限りでない。 
  （文書管理責任者） 
第５条 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程第３条に定める事務の区

分ごとに文書管理責任者を置く。 
２ 次の表の左欄に掲げる事務局ごとの文書管理責任者は､同表の右欄に掲げる者とする。 

福島県 農林水産部水田畑作課長 
福島県農業協同組合中央会 農業対策部長 
全国農業協同組合連合会福島県本部 米穀部長 
福島県米穀肥料協同組合 統括部長 
福島県米麦事業協同組合 専務理事 
福島第一食糧卸協同組合 専務理事 
福島県担い手育成総合支援協議会 会長（福島県農業会議事務局長） 
福島県耕作放棄地対策協議会 文書管理責任者（福島県農業会議農地・経営部考

査役） 
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３ 専門部会に関する文書管理責任者は、会長が別に定める専門部会設置要領の規定によ

るものとする。   
（帳簿） 
第６条 帳簿は、次に掲げるものを備えるものとする。 
 (1)  文書登録簿 
 (2)  簡易文書整理簿 
 (3) 文書保存簿 
  （文書の接受及び配布） 
第７条 封書は、会長あて、事務局長及び専門部会長あてのものは開封し、その内容が緊

急かつ適正に処理を要するものについては、会長が別に定める受付印（以下「受付印」

という。）を押印の上、事務担当者あて配布する。 
２ 前項以外の特定の名義人あての封書は、そのまま当該名義人あて配布し、当該名義人

は開封の上、その内容が前項に準じるもので必要と認める場合には、受付印を押印する

ものとする。 
  （文書の登録） 
第８条 接受した文書により起案した文書及び発議により起案した文書は、文書登録簿に

登録する。 
２ 前項の登録は、当該文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他

必要な事項を記載してするものとする。 
３ 軽微な通知、照会等簡易な内容の文書及び発信者名が事務局長に係る文書は、前２項

の規定にかかわらず、簡易文書整理簿に所要事項を登録して整理するものとする。 
  （起案） 
第９条 文書は、事件ごとに起案するものとする。ただし、２以上の事件で、その間に相

互に関連のあるものについては、これらを１件とみなし、一の起案により処理すること

ができる。 
２ 接受文書については、特別の事情のあるものを除き、接受の日から７日以内に起案し

なければならない。 
第 10 条 文書の起案をする場合には、別に定める起案用紙を用いなければならない。この

場合、起案年月日、決裁年月日、施行年月日等所定の年月日は必ず記入しなければなら

ない。 
  （文書の決裁） 
第 11 条 決裁文書には、その決裁に係る事項について処理案の要旨及び理由を記述した伺

文を記載するものとする。ただし、その決裁に係る事項が軽微なものであるときは、こ

の限りでない。 
  （決裁等の順序） 
第 12 条 起案文書の決裁等の順序は、原則として会長、副会長、事務局長、各事務局責任

者の逆の順序とする。 
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２ 起案文書は、起案者が属する事務局の文書管理責任者及び会計事務責任者の決裁を受

けなければならない。 
  （後伺い） 
第 13 条 決裁権者が不在で緊急を要する場合には、最終決裁権者を除き、当該決裁権者を

後伺いとして処理できる。 
  （文書の専決） 
第 14 条 起案文書は、別に定めるところにより専決することができる。 
  （文書の代決） 
第 15 条 副会長は、特に必要と認められる場合は、会長の代決をすることができる。 
  （供覧文書） 
第 16 条 供覧文書については、起案文書によらず、接受文書の余白に決裁欄を設けて供覧

することができる。 
  （文書の記号及び番号） 
第 17 条 文書の記号は次の表のとおりとする。 

発信者名 文書の記号 備       考 
会長 福島推進会議  文書の記号の前には、事業年度に相当する数字を記

載すること。 事務局長 福島推進会議事 
専門部会長 福島推進会議専  

２ 文書の番号は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約（以下「規約」という。）

第４条第１項の対策の種類ごとに小区分を設ける。 
３ 文書の番号は、文書登録簿又は簡易文書整理簿により、規約第２５条に定める事業年

度ごとに起番し、当該文書に係る事務が完了するまで同一番号とする。ただし、文書管

理責任者が軽易であると認める文書については、「号外」とすることができる。 
  （文書の施行） 
第 18 条 文書の施行に当たっては、文書登録簿又は簡易文書整理簿に所要事項を記入し、

当該文書の発信者名の公印を押印するものとする。 
  （発送） 
第 19 条 文書管理責任者は、文書の発送に当たって通常郵便物のほか、速達、書留その他

特殊扱いにすることを指定することができる。 
第 20 条 事務局の近傍に所在する関係機関等あてに発送する場合には、前条の定めによら

ないで使送により送付することができる。 
  （文書の完結） 
第 21 条 文書の決裁、供覧又は発送が終ったことにより、当該文書に係る事件が終了した

ときは、文書登録簿又は簡易文書整理簿に完結の旨を記入することとする。 
  （保存期間） 
第 22 条 文書の保存期間は、他の規程によるもののほか、次に掲げるとおりとする。 
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        類別区分       保存期間 
        第１類        永年 
       第２類        10 年 
        第３類        ５年 
        第４類        ３年 
              第５類                １年 
２ 文書の保存期間は、文書が完結した年度の翌年度の４月１日から起算する。 
３ 類別区分の標準は、別に定めるところによるものとする。 
  （保存文書の廃棄） 
第 23 条 文書で保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。ただし、保存期間を経

過した後もなお、保存の必要のあるものは、この旨を明らかにして保存しておくものと

する。 
  （雑則） 
第 24 条 実施しようとする事業の実施要綱その他の規程、福島県水田農業産地づくり対策

等推進会議規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

会長が定める。 
   附 則（平成１６年４月８日議決） 
  この規程は、平成１６年４月８日から施行する。 
   附 則（平成１７年４月１８日議決） 
  この規程は、平成１７年４月１８日から施行する。 
   附 則（平成１９年１月１０日議決） 
  この規程は、平成１９年１月１０日から施行する。 
     附 則（平成１９年３月２７日議決） 
  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２０年６月２０日議決） 
  この規程は、平成２０年６月２０日から施行する。 
   附 則（平成２２年５月１２日議決） 
  １ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 ２ 平成２１年産の取組に係る水田農業構造改革対策、耕畜連携水田活用対策及び水田

等有効活用対策については、なお従前の例による。 
   附 則（平成２４年３月２１日議決） 
  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２５年３月１４日議決） 
  この規程は、平成２５年３月１４日から施行する。 
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平成２５年産米の生産数量目標調整取組み方針について 

平成２５年 １月２３日 
福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 

 

１ 平成２４年産米の取組みの結果と課題 

（１）調整の結果 

数量目標の出し手最終数量 55,686 トン（前年 60,019 トン）に対

し、県内地域間、県外方針作成者間の順に調整した結果、受け手に

結びついた数量は約 48,643 トン（前年 52,266 トン）であり、約 7,044
トン（前年 7,752 トン）の出し手数量超過となった。 

 
【24 年産米生産数量目標の方針作成者間調整の取り組み結果】 

区    分 数 量(ｔ) 備    考 

出し手希望数量 ５５，６８６
ＪＡそうま、ＪＡふたば、ＪＡたむら 
福島市、川俣町、二本松市、 

受け手数量 ４８，６４３  

 

内 

訳 

① 県内方針作
成者間調整 ４５，５２９

県中、県南、会津等の地域農業再生協議会及び各方針作
成者 
※うち 1,035ｔは県推進会議が関与しない調整 

② 県外方針作成
者間調整 ３,１１４

新潟県、福井県、山形県 
※うち 44ｔは県推進会議が関与しない調整 

差引数量（出し手超過） ７，０４４  

 

（２） 調整料金 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下、「県推進会議」

という。）が対応した生産目標調整は、県内方針作成者間調整につい

ては約 44,494 トンで、調整料金は 30,000 円/トンとした。 

さらに県外方針作成者間との調整料金は約70,000円/トンとなり、

合計金額は、約 15 億 49 百万円で、平均金額約 32,580 円/トンとし

て出し手地域に配分した。 

 

（３）  調整の課題 

○県内一部地域で受け手申し出数量を最終的に減量したことにより 

出し手数量超過が発生した。 

 【上記の要因】 

○県内一部地域で、方針作成者まかせの調整手法となり、数量の確 

定が遅れた。また、県推進会議としても、契約事務等が煩雑化し 

た。 

報告事項 ３
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２ 平成２５年産米の取組み方針について 

２５年産米については、２３・２４年度と同様に、東日本大震災

や原発事故の影響により作付できない地域が見込まれる。 

このため、国から配分された生産数量目標の確保と震災等により

被災した稲作農家の所得確保をはかるため、政府備蓄米の活用を進

めるとともに、作付できない地域と米の生産余力のある地域との間

で、生産数量目標の方針作成者間調整を実施し、県内水田を最大限

に活用した用途別米生産に取組むものとする。 

 

（１）調整の進め方 

① 生産数量目標の調整は、基本は地域内（ＪＡ内等）での農業者間調

整を優先して行う。 

② 地域内で調整しきれない場合には、県内での地域をまたいだ方針作

成者間（ＪＡ間等）調整を行う。 

③ 県内で調整しきれない場合には、他都道府県との調整（県外方針作

成者間調整）に取り組む。 

 

（２）方針作成者間調整の手順 

① 方針作成者間調整を実施する地域再生協議会においては、生産者意向調

査等を早期（１月から）に実施し、県推進会議は、出し手申し出数量が、

県内・県間方針者間調整で全量調整できるように、取組みを進める。 

②  県推進会議は各方針作成者等から、調整希望数量を受け付けるが、出し

手合計数量にもよるが、２４年産の調整数量実績と２５年産米市町村別生

産数量目標の増減を踏まえ、受け手側の申し出数量に上限を設定する。 

 

[受け手側申し出数量の上限設定] 

 24 年産調整数量の実績＋24 年産実績 10％±25 年産生産数量目標増減 

  ※上記の数式の範囲内で申し込みがあったが、受け手申し込み数量の

合計が出し手申し込みを超過した場合は、出し手申し込み数量の範

囲内で調整する。 

  

③  県推進会議は県内方針作成者等との調整希望数量の申込みを３月１５

日まで受け付けし、３月末日までに、仮確定数量を各方針作成者等に通知

する。 

④  仮確定後、６月上旬の確定までの期間に最終調整(数量変更)を実施し、

数量を確定するが、最終調整の範囲は、仮確定数量の±10％の範囲内とす

る。 
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  〔地域間調整のスケジュール〕 

   ・H24 年 12 月 26 日  県から各市町村への生産数量目標配分（文書通知） 

   ・H25 年 １月中旬以降 各地域再生協議会等による 25 年度対応の決定 

   ・H25 年 3 月 15 日 方針作成者間意向調査の取りまとめ 

   ・H25 年 3 月末日 県内方針作成者等との調整数量の仮確定 

   ・H25 年 3 月末日 県外方針作成者への調整数量の確定 

   ・H25 年 6 月上旬  県内方針作成者等との調整数量の確定 

   ・H25 年 6 月 15 日 農業者への生産数量目標の確定通知 

 

（３）調整料金 

〔県内受け手の調整料金〕 

   県内受け手の調整料金については、農業者戸別所得補償制度の米の所得補償交

付金１５,０００円／10a（定額分）を基に設定する。 

   ○県内受け手の調整料金   生産数量目標１㎏当たり ３０円 

   〈算定〉 

     米の所得補償交付金(15,000円／10a)÷本県平年単収(537㎏／10a)≒30円／㎏ 

 
〔県外方針作成者間調整の調整料金〕 

   基準単価を設けず、対価 30 円／㎏以上を基本に、提示された単価の高い方針作

成者から優先的に調整を行うこととする。 

 

〔県内出し手への調整料金の支払い〕 

   出し手調整料金の設定については、譲渡する市町村の公平性をはかるため、県

内受け手調整料金と都道府県間調整料金を合わせて算出した平均単価とする。 
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１ 事業実施概況 

  

 わが国の農業は、農業者の平均年齢が66歳と高齢化が急速に進み、

この 20 年間で農業所得が半減するなど、危機的状況にあります。 

また、穀物市場への国際投機資金の流入やバイオ燃料需要の急増、

途上国の経済発展による需要増大、世界各地の異常気象などにより、

世界の穀物需給が逼迫していく中で、国内生産力を確保することが重

要課題となっています。 

さらに、安全で安心な国産農作物の安定供給のためにも、産業とし

ての持続性を速やかに回復し、農村の再生を図ることが急務です。 

 しかし、このような状況の中で、平成２３年３月１１日に発生した

東日本大震災は、地震・津波による水稲作付不能や原発事故による作

付制限など、本県の米づくりに甚大な被害をもたらし続けています。 

 24年産主食用米の実作付面積は前年に比べて2,413ha増加の6万６

千 ha、需給調整の取組みは目標対比で▲500ha となった。 

 さらに、全袋検査を実施し、本県産米に対する信頼回復に取組んだ。 

 また、本推進会議は、地域農業再生協議会等や国、県、市町村、Ｊ

Ａ等関係機関・団体との連携を密にし、２４年産米の生産数量目標に

係る地域間調整に積極的に取り組み、震災等により被災された農家の

所得確保と本県産米の需給調整の実効性確保を図っております。 

 本協議会が取り組んだ生産数量目標調整は、県内方針作成者間調整

は 44,494ｔ、県外方針作成者間調整 3,070ｔ、合計 47,564ｔとなり、

調整料金は 1,549,735,820 円となった。 

さらには、農業者戸別所得補償制度の周知を図るため、県内の農業

者、県内外の集荷業者に対して、パンフレットを発行・送付したほか、

市町村や農業団体等を対象に説明会を開催した。 
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２ 事業実施状況 

 
１ 水田等の有効活用による自給率向上に向けた取組み推進 

事業実施事項 

日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

７月１８日 ビックパレッ

トふくしま 

農業者戸別所得補償制度の推進並びに２４年産米の

全袋検査説明会 

・農業者戸別所得補償制度の推進について 

・２４年産米のモニタリング調査について 

・全袋検査の検査手順等について 

・全袋検査の推進対策について 

（参加者） 

 市町村、農業団体、集出荷団体、農産物検査機関、

地域協議会等、県 

７月２６日 農業総合セン

ター 

WCS専門部会 

・ハイグレード稲発酵粗飼料利活用推進事業について

・平成２４年度稲発酵粗飼料流通促進事業について 

・稲WCS専門部会規約の制定について 

８月・９月 

 

 

 

農業者向けパンフレット等の発行、送付 

・稲を作付している農家の皆様へ（事前出荷制限区

域） 

・稲を作付している農家の皆様へ（事前出荷制限区

域以外） 

・福島県産米を取り扱う集荷業者の皆様へ 

 

 発行枚数 

 ・農業者向け 83,701枚 

 ・集荷業者向け 9,697枚 
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２ ２４年産米生産数量目標の県内外地域間調整の取組み推進 

事業実施事項 

日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

1月～６月  各再生協議会への意向調査 １月末第１回目集計 

             ３月末第２回目集計 

             ５月末以降３回目集計 

３月～６月  県外方針作成者等との調整 ２回に分け調整 

～９月  県内地域間調整の取りまとめ 

９月  方針作成者間調整の取り組み結果 

区    分 数 量(ｔ) 備    考 

出し手希望数量 ５５，６８６ 
ＪＡそうま、ＪＡふたば、
田村市、福島市、川俣町 
二本松市、 

受け手数量 ４８，６４３  

内

訳

①県内方針作成者
間調整 ４５，５２９ 

県中、県南、会津等の 
各方針作成者 

②県外方針作成者
間調整 ３,１１４ 新潟県、福井県、山形県 

差引数量（出し手超過） ７，０４４  

 
３ 農業者戸別所得補償制度等の周知徹底と加入促進 

事業実施事項 

日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

７月１８日 ビックパレッ

トふくしま 

農業者戸別所得補償制度の推進並びに２４年産米の

全袋検査説明会 

・農業者戸別所得補償制度の推進について 

・２４年産米のモニタリング調査について 

・全袋検査の検査手順等について 

・全袋検査の推進対策について 

（参加者） 

 市町村、農業団体、集出荷団体、農産物検査機関、

地域協議会等、県 
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日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

８月・９月  農業者向けパンフレット等の発行、送付 

・稲を作付している農家の皆様へ（事前出荷制限区

域） 

・稲を作付している農家の皆様へ（事前出荷制限区

域以外） 

・福島県産米を取り扱う集荷業者の皆様へ 

 
４ 地域農業再生協議会の活動支援 

事業実施事項 

日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

８月・９月  農業者向けパンフレット等の発行、送付 

   

 
５ 水田農業改革の促進及び担い手育成対策 

事業実施事項 

日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

７月２６日 農業総合セン

ター 

WCS専門部会 

・ハイグレード稲発酵粗飼料利活用推進事業について

・平成２４年度稲発酵粗飼料流通促進事業について 

・稲WCS専門部会規約の制定について 

８月・９月  農業者向けパンフレット等の発行、送付 

・稲を作付している農家の皆様へ（事前出荷制限区

域） 

・稲を作付している農家の皆様へ（事前出荷制限区

域以外） 

・福島県産米を取り扱う集荷業者の皆様へ 

 
６ 円滑な事務執行体制の確立 

事業実施事項 

日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

５月２２日 

 

 

 

ＪＡ福島ビル 

 

 

 

平成２３年度下期内部監査 

 

監査員：２名 

出席者：県、中央会    ５名 
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日  時 場  所 実施内容・参加者（出席者） 

６月１２日 中町会館 平成２３年度監事監査 

 

監事：２名 

出席者：県、中央会    ７名 

７月 ９日 ＪＡ福島ビル 平成２４年度第１回総会 

報告事項１ 平成23年度下期内部監査の結果に 

ついて 

議題 

議案第1号 平成23年度事業報告および歳入歳出 

 決算の承認について 

情報交換 

出席者：本人出席者４名、委任状出席者３名、代理人

出席者２名  計６名 

  （事務局７名、福島地域センター１名） 
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３ 平成２４年度歳入歳出仮決算書 

平成２４年度歳入歳出仮決算書 

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで 
 

○水田農業改革支援事業(農業者戸別所得補償制度推進事業費)補助金等会計 

 
１ 歳入の部                                        （単位：円） 

大科目 中  科  目 増 減

水田農業改革支援事業補助金 12,254,000 8,460,000 3,794,000

国産粗飼料増産対策事業補助金 100,000 0 100,000

県800,000

中央会800,000

前年度
繰越金

一般管理費繰越金 1,000,000 1,000,000 0
負担金残高繰越分

：1,000,000

地域間
調整料

金
受入調整料金 1,600,000,000 0 1,600,000,000

1,616,054,000 11,060,000 1,604,994,000歳　入　合　計（A）

備考
科目

予算額 仮決算額
予算差異

補助金

負担金 負担金 2,700,000 1,600,000 1,100,000

 
 

２ 歳出の部                                        （単位：円） 

大科目 中  科  目 増 減

管理費 一般管理費 15,754,000 801,442 14,952,558

飼料用米部会活動費 100,000 0 100,000

稲WCS部会活動費 200,000 6,250 193,750

地域間
調整料

支払調整料金 1,600,000,000 0 1,600,000,000

1,616,054,000 807,692 1,615,246,308歳　出　合　計（B)

備考
科目

予算額 仮決算額
予算差異

専門
部会費

 
 
３ 差引残高(Ａ－Ｂ)        １０，２５２，３０８円  
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【緊急対策交付基金】（自給力向上戦略的作物等緊急需要拡大事業補助金会計） 
 
平成２４年９月末現在基本財産基金額  基本財産基金運用明細 
・ 年度始現在高 
・ 年度中増加高 
・ 年度中減少高 
・ ９末現在高 

548,787円
195,300円
744,087円

0円

 
 

・ 預金 
 
＊国へ返納済み 

0円

 
（資金管理明細） 

年 度 初 残 高 ５４８，７８７円 ２３年度資金残高 
項      目 収     入 支     出 備     考 

①地域協議会からの返納 ３０，３００円 契約解除のため(三春町地域) 
②地域協議会からの返納 １６５，０００円 契約解除のため(相馬市地域) 
③国への返納 ４１２，７００円 契約解除等による返納分 

(20,22年度分) 
④国への返納 ３３１，３８７円 契約解除等による返納分 

(23年度分) 
合      計 ７４４，０８７円 ７４４，０８７円  
資 金 残 高 ０円  

 
 

 

参 考 
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(単位：円）

内 　　   訳 小   　　 計 合  　　  計

Ⅰ　資産の部

　１　預金
　　　　Ⅲ水田農業改革支援事業補助金等会計 10,252,308

　　預金合計 10,252,308

　２　雑資産
　　①　産地づくり対策事務用郵券 13,980
　　②　福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務用郵券 10,830

　　雑資産合計 24,810

資産合計 10,277,118

Ⅱ　負債の部 0 0

負債合計 0
正味財産 10,277,118

（注）
《純財産の内訳》
  ・郵券 24,810 円

摘      　　             要
金                 額

４．　　財　　　産　　　目　　　録
平　成　２４　年　９　月　３０　日　現　在
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 

平成２４年度第２回総会議案書 
 
 
 
 
 
 

日  時 ： 平成 25 年 3 月 26 日(火)  15 時～ 

場  所 ： 福島テルサ４階研修室 「すりかみ」 

 
 



目    次 

 

 

 

議案第１号 平成２４年度歳入歳出補正予算（案）について・・・・・・・・１ 

 

議案第２号 平成２５年度事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

議案第３号 平成２５年度歳入歳出予算（案）について・・・・・・・・・・・・６ 

 

議案第４号 平成２５年度負担金の賦課及び徴収方法（案）について・・９ 

 

議案第５号 事務経費に係る費用の負担に関する協定書（案）について・１０ 

 

議案第６号 平成２５年度産地資金の助成内容の設定（案）について・・１１ 

 

議案第７号 事務手続き等に係る付帯決議について・・・・・・・・・・・・・・・１５ 



 

 
 
 

平成２４年度歳入歳出補正予算書総括表 
平成２４年 4 月 1 日から平成２５年３月３１日まで 

 
 
   
【福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計】           （単位：千円） 

区     分 予算額 補正額 予算差異 
会 計 区 分 科 目 Ⓐ Ⓑ Ⓐ ＋Ⓑ 

Ⅰ 水田農業改革支

援事業(農業者戸

別所得補償制度推

進事業費)補助金

等会計 

歳 入 額 
歳 出 額 
差引残高 

１,６１６,０５４

１,６１６,０５４

０

▲４０,０００

▲４０,０００

０

１,５７６,０５４

１,５７６,０５４

０

Ⅱ 大豆・麦等生産

体制緊急整備事業

補助金基金会計 

歳 入 額 
歳 出 額 
差引残高 

０

０

０

３１５,８１５

３１５,８１５

０

３１５,８１５

３１５,８１５

０

会 計 合 計 
歳 入 額 
歳 出 額 
差引残高 

１,６１６,０５４

１,６１６,０５４

０

２７５,８１５

２７５,８１５

０

１,８９１,８６９

１,８９１,８６９

０

 
 
 
【補正内容】 
① Ⅰ 水田農業改革支援事業(農業者戸別所得補償制度推進事業費)補助金等会計 

・ 水田農業改革支援事業補助金の追加 
・ 地域間調整の取り組み減少 

② Ⅱ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業補助金基金会計 
   ・ 24年度の国の補正予算で新設 

 
 

 議案第１号 平成２４年度歳入歳出補正予算(案)について 
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Ⅰ 水田農業改革支援事業(農業者戸別所得補償制度推進事業費)補助金等会計歳入歳出予算 
 
 

１ 歳入の部                                       （単位：千円） 

科         目 年度初 

予算額 

補 正 額 補正後 

予算額 
備   考 

大 科 目 中  科  目 増 減 

１ 補助金 １ 水田農業改革支援事業補助金 12,254 10,000 22,254  

２ 国産粗飼料増産対策事業補助金 100 100  

２ 負担金 １ 負担金 2,700 2,700 県     1,350 

中央会   1,350

３ 前年度繰

越金 

１ 一般管理費繰越金 1,000 1,000  

４ 地域間 

 調整料金 

１ 受入調整料金 1,600,000 50,000 1,550,000  

歳 入 合 計(Ａ) 1,616,054 40,000 1,576,054  

 
 
 

２ 歳出の部                                       （単位：千円） 

科         目 年度初 
予算額 

補 正 額 補正後 
予算額 

備   考 
大 科 目 中  科  目 増 減 

１ 管理費 １ 一般管理費 15,754 10,000 25,754  

２ 専門部

会費 

１ 飼料用米部会活動費 100 100  

２ 稲ＷＣＳ部会活動費 200  200  

３ 地域間 

 調整料金 

１ 支払調整料金 

 

1,600,000 50,000 1,550,000  

歳 出 合 計 ( Ｂ ) 1,616,054 40,000 1,576,054  

 
 
 

３ 差引残高(Ａ－Ｂ)                      0千円  
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Ⅱ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業補助金基金会計歳入歳出予算 
 
 

１ 歳入の部                                  （単位：千円） 
科         目 年度初 

予算額 
補 正 額 補正後 

予算額 
備   考 

大 科 目 中  科  目 増 減 
１補助金 １大豆・麦等生産体制緊急整

備事業補助金 

0 315,815 315,815  

歳 入 合 計(Ａ) 0 315,815 315,815  

 

 
２ 歳出の部                                  （単位：千円） 

科         目 年度初 

予算額 

補正額 補正後 

予算額 
備   考 

大 科 目 中  科  目 増 減 

１基金繰入 １大豆・麦等生産体制緊急

整備事業補助金基金繰入 

0 315,815 315,815  

歳 出 合 計(Ｂ) 0 315,815 315,815  

 
 

３ 差引残高(Ａ－Ｂ)                      0 千円 

 
 
 

【大豆・麦等生産体制緊急整備事業補助金基金】 
平成２５年３月末現在基本財産基金額  基本財産基金運用明細 
・ 年度始現在高 
・ 年度中増加高 
・ 年度中減少高 
・ ３月末現在高 

0 円
315,815,000 円

0 円
315,815,000 円

 
 

 預金 
 
 
 

315,815,000 円
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平成２５年度事業計画（案） 

 

１ 基本方針 

  本県農業は、東日本大震災および原発事故により甚大な被害がもた

らされた。福島県をはじめ関係機関・団体は、生産基盤の復旧・復興に

向けた取り組みに加え、農畜産物の安全・安心確保対策として除染をはじめ

放射性物質吸収抑制対策に取り組んできた。 

  特に米については、県の管理に基づく米の全量全袋検査に取り組み、

食品衛生法に定める放射性物質の基準値を超える農畜産物を市場に流

通させない取り組みを実施してきた。 

  しかしながら、依然として風評による本県産農産物の価格下落や取

引低迷等、放射性物質による汚染ならびにこれに起因する風評被害等、

復旧・復興対策は遅々として進んでいない状況にある。 

引き続き、本推進会議は、地域農業再生協議会等や国、県、市町村、

ＪＡ等関係機関・団体との連携を密にし、２５年産米の生産数量目標

に係る地域間調整に積極的に取り組み、震災等により被災された農家

の所得確保と本県産米の需給調整の実効性確保を図る。 

  さらには、経営所得安定対策の周知徹底と加入推進、および各種助

成制度の積極的活用等により戦略作物の生産振興や米の需給調整の推

進、地域農業の振興を図るとともに、担い手の育成・確保や耕作放棄

地の解消に向けた取り組みを通して、本県水田農業改革と復興再生の

取り組みを積極的に進める。 

 

２ 重点推進事項 

(1) 経営所得安定対策等の周知徹底と加入促進 

(2) 地域農業再生協議会の活動支援 

 (3) ２５年産米生産数量目標の地域間調整の取組み推進 

 (4) 水田農業改革の促進及び担い手育成・耕作放棄地の解消対策 

 (5) 大豆・麦等生産体制緊急整備事業の推進 

(6) その他、地域農業の振興及び復興再生等の取り組みに必要なこと 

 (7) 円滑な事務執行体制の確立 

 

 議案第２号 平成２５年度事業計画(案)について 
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３ 事業計画 

目  的 事 業 内 容 事 業 計 画 
本県の水田農業改

革の促進、経営所得

安定対策の推進、戦

略作物の生産振興や

米の需給調整の推

進、地域農業の振興、

および農地の利用集

積、耕作放棄地の再

生利用、担い手の育

成・確保等に資する。 

経営所得安定対策等の

周知徹底と加入促進 
・ 広報活動、リーフレット作成等による

制度の周知徹底 
・ 経営所得安定対策への加入促進 
 

地域農業再生協議会の

活動支援 

・ 地域農業再生協議会の、経営所得安定

対策への加入促進等に向けた取り組

み活動の支援 
・ 地域農業再生協議会の円滑な事務執行

の支援 
 

２５年産米生産数量目

標の地域間調整の取組み

推進 

・ 米の生産が困難な地域と生産余力のあ

る地域との間での、方針作成者間調整

の推進 
・ 県推進会議の仲介による譲渡者および

譲受者の公平性の確保 
 

水田農業改革の促進及

び担い手育成・耕作放棄地

の解消対策 

 

・ 地域農業再生協議会が行う活動の指

導・支援 

大豆・麦等生産体制緊急

整備事業の推進 

・ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業補助

金等の交付 
・ 会議・研修会等の開催（対象：地域農

業再生協議会事務局等） 
・ 地域農業再生協議会に対する指導 
 

その他、地域農業の振興

及び復興再生等の取り組

みに必要なこと 

 

・ 福島県営農再開支援事業を活用した事

業の実施（放射性物質吸収抑制対策の

周知等） 
・ 地域農業再生協議会が行う活動の指

導・支援等 
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平成２５年度歳入歳出予算書総括表 
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 
 
 
【福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計】                   （単位：千円） 

区     分 25年度予算額 24年度予算額 予算差異 
会 計 区 分 科 目 Ⓐ Ⓑ Ⓐ －Ⓑ 

Ⅰ 水田農業改革支援

事業(経営所得安定

対策推進事業費)補

助金等会計 

歳 入 額 
歳 出 額 
差引残高 

１,６４８,７００

１,６４８,７００

０

１,５７６,０５４ 

１,５７６,０５４ 

０ 

７２,６４６

７２,６４６

０

Ⅱ 大豆・麦等生産体

制緊急整備事業推進

費補助金基金会計 

歳 入 額 
歳 出 額 
差引残高 

０

０

０

３１５,８１５ 

３１５,８１５ 

０ 

▲３１５,８１５

▲３１５,８１５

０

会 計 合 計 
歳 入 額 
歳 出 額 
差引残高 

１,６４８,７００

１,６４８,７００

０

１,８９１,８６９ 

１,８９１,８６９ 

０ 

▲２４３,１６９

▲２４３,１６９

０
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Ⅰ 水田農業改革支援事業(経営所得安定対策推進事業費)補助金等会計歳入歳出予算 

 

 

 

１ 歳入の部                              （単位：千円） 
科         目 

25年度 24年度 予算差異 備   考 
大 科 目 中  科  目 

１ 補助金 １ 水田農業改革支援事業補助金 15,000 22,254 ▲7,254  

２ 国産粗飼料増産対策事業補助金 0 100 ▲100  

３ 福島県営農再開支援事業補助金 30,000 0 30,000  

２ 負担金 １ 負担金 2,700 2,700  県        1,350 

中央会    1,350 

３ 前年度

繰越金 

１ 一般管理費繰越金 1,000 1,000   

４ 地域間 

 調整料金 

１ 受入調整料金 1,600,000 1,550,000 50,000  

歳 入 合 計(Ａ) 1,648,700 1,576,054 72,646  

 
 

２ 歳出の部                              （単位：千円） 
科         目 

25年度 24年度 予算差異 備   考 
大 科 目 中  科  目 

１ 管理費 １ 一般管理費 18,500 25,754 ▲7,254  

２ 営農再開支援活動費 30,000 0 30,000  

２ 専門部

会費 

１ 飼料用米部会活動費 100 100   

２ 稲ＷＣＳ部会活動費 100 200 ▲100  

３ 地域間  １ 支払調整料金 

 調整料金 

1,600,000 1,550,000 50,000  

歳 出 合 計(Ｂ) 1,648,700 1,576,054 72,646  

 
 
３ 差引残高(Ａ－Ｂ)                      0千円 
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Ⅱ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業補助金基金会計歳入歳出予算 
 

 

 

１ 歳入の部                              （単位：千円） 
科         目 

25年度 24年度 予算差異 備   考 
大 科 目 中  科  目 

１補助金 １大豆・麦等生産体制緊急整

備事業補助金 

０ 315,815 ▲315,815  

歳 入 合 計(Ａ) ０ 315,815 ▲315,815  

 
２ 歳出の部                              （単位：千円） 

科         目 
25年度 24年度 予算差異 備   考 

大 科 目 中  科  目 

１基金繰入 １大豆・麦等生産体制緊急整

備事業補助金基金繰入 

０ 315,815 ▲315,815  

歳 出 合 計 ( Ｂ ) ０ 315,815 ▲315,815  

 
３ 差引残高(Ａ－Ｂ)                      0千円 
 

 

(注) 

【大豆・麦等生産体制緊急整備事業補助金基金の増減見込み】 

年度始現在額 ３１５,８１５ 千円 ・24年度繰越金：315,815千円 

年度中増加額 ０ 千円  

年度中減少額 ３１５,８１５ 千円 
・助成金交付：314,815千円、および県推進会議事務費：1,000

千円として全額執行見込み 

年度末現在額 ０ 千円  

 

〈参 考〉  

・緊急対策交付基金 

   平成２５年３月２６日現在 残高 ：１８２，３８２円 

  （内訳）田村市地域農業再生協議会：８６，０５０円   福島市地域農業再生協議会：８７，０００円 

      飯舘地域農業再生協議会：３１０円       あいづ地域水田農業推進協議会：９０６円 

      会津みどり地域農業再生協議会：１，７３２円  国見町地域農業再生協議会：４７４円 

      二本松市地域農業再生協議会：４，６３３円   本宮市地域農業再生協議会：２８円 

      大玉村地域農業再生協議会：１，２４９円   ・・・・・２５年度国へ全額返還予定 
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議案第４号 平成２５年度負担金の賦課及び徴収方法(案)について 

 

１ 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」という。）が

実施する事務に要する経費から、水田農業改革支援事業補助金等及び前年度

繰越金を除いた経費の負担割合を、次のとおりとする。 

 (１)  福島県 ２７０分の１３５  

(２)  福島県農業協同組合中央会 ２７０分の１３５ 

  

 

２ １で定めた負担額を調整するため、負担金の納入時期（四半期ごと）及び

年度末に精算することを内容とした協定を、推進会議と会員間で締結するも

のとする。 
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事務経費に係る費用の負担に関する協定書（案） 

 

 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議（以下「推進会議」という。）と福島県

（以下「県」という。）、福島県農業協同組合中央会（以下「中央会」という。）は、

推進会議が実施する事務に要する経費の負担に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （事務経費の負担） 

第１条 推進会議が実施する事務に要する経費のうち、水田農業改革支援事業補助金

の使途として制限を受ける経費並びに国庫補助金、及び前年度繰越金で不足を生じ

る経費については、県、中央会が予算の範囲内で負担する。 

２ 推進会議の会長（以下「会長」という。）は、５月末日までに当該年度の事務に

要する経費に関する明細書及び四半期毎に記載した資金計画を福島県知事、中央会

の会長（以下「経費負担者」という。）に提出しなければならない。 

３ 会長は、前項の資金計画に基づき、四半期毎に負担金を請求することができる。 

４ 第２項の事務に要する経費及び資金計画に変更の必要が生じた場合には、会長の

申し出により会長及び経費負担者が協議して定める。 

５ 会長は、翌年度４月末日までに第１項に定める経費の支出状況について経費負担

者に報告するとともに、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約第３２条２

項に基づき負担金について精算しなければならない。 

 （負担の割合） 

第２条 前条第１項の規定により負担する経費の負担割合は、県が２７０分の１３５、

中央会が２７０分の１３５とする。 

 （その他） 

第３条 この協定の内容に疑義が生じた場合は、会長及び経費負担者が協議して定め

る。 

 

   附 則 

 この協定は、会長及び経費負担者が記名押印した日から効力を生じる。 

  平成  年  月  日 

 
 

福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１ 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 

                代表者 会長 

 

福島県福島市杉妻町２－１６ 

福島県 

                代表者 福島県知事 

 

福島県福島市飯坂町平野字三枚長１－１ 

福島県農業協同組合中央会 

                代表者 会長 

議案第５号 事務経費に係る費用の負担に関する協定書(案)について 
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議案第６号 平成25年度産地資金に係る枠配分・設定方針（案）について

平成２５年度産地資金について（案）

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ６ 日

県水田農業産地づくり対策等推進会議

１ 産地資金とは

地域の実情に即して、水田で生産する麦・大豆等の戦略作物の生産性向上等の取組や、野

菜等の地域振興作物の生産を支援するものであり、平成２３年度の農業者戸別所得補償制度

の本格実施に併せて創設された。

都道府県は、国から配分された資金枠の範囲内で助成内容を設定できる。また、都道府県

の判断によっては配分枠をさらに地域農業再生協議会等に配分し、地域独自に助成内容を設

定することができる。

なお、交付金は国から制度の加入者に直接交付される。

２ 福島県への年度別枠配分

（単位：百万円）

年 度 配分額 内 訳

221 その他作物の作付実績に応じた配分

23年度 ６２８ 363 22年度モデル対策の激変緩和調整枠

21 畑地における麦、大豆への配分

23 生産数量目標減少量に応じた配分

24年度 ６６３ 前年度内訳

＋35 生産数量目標減少量に応じた配分

３ 各関係機関の役割

(1) 県

産地資金の助成内容の設定

(2) 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議

産地資金の助成内容の設定に関する調整

(3) 地域農業再生協議会等

県からの枠配分の範囲内での助成内容の設定、対象作物の要件確認

４ 平成２５年度産地資金の活用方法

戦略作物の生産性向上等の推進や地域振興作物の生産拡大など地域の実情に応じた作物の振

興に活用する。

特に、２５年度については、東日本大震災により減少した水稲の作付面積の拡大を図るため、

県内で一定の需要が見込まれているものの供給が不足している加工用米や、主食用米の需給

調整の取組として重要な備蓄米を水田機能を最大限に活用する取組みとして推進する。
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(1) 配分の考え方

ア 県域枠の設定

(ｱ) 飼料用米助成

２３年度から助成対象としていた「飼料用米助成」については、生産者の取組の継

続性を考慮し２４年度と同様の内容とする。

a 助成単価

１，０００円/１０a （計画面積 ７５０ha、４，０２８トン）

b 要件

①専用品種、多収性品種の導入

②コスト低減のための取組み

③生産の団地化、集積に資する取組み

④共同乾燥調整施設の活用、収穫機械等の共同利用

⑤前年度に不作付地だった水田での作付け

(ｲ) 地力増進作物等助成（一部区域を見直し継続）

「米作付困難地域における地力増進作物等助成」については、福島県営農再開支援

事業との整合性を図り、対象地域等の一部を見直して継続する。

a 助成単価

１０，０００円/１０a （計画面積 １２０ha）

b 対象地域

次のいずれかの水田とする。ただし、福島県営農再開支援事業を活用して地力増

進作物等を作付けする水田を除く。

①「東日本大震災に伴う水稲作付困難地域畑作促進緊急措置について」に基づく、

水稲作付困難地域指定申請書の地域内にある水田

② 津波被害を受けた水田のうち、塩分濃度が高い等により水稲作付けが困難な水

田

③ 平成２４年産米の放射性物質調査で100Bq/㎏超が確認された旧市町村内にある

水田

(ｳ) 加工用米助成（新規）

加工用米不足に対応するため、新たに加工用米への助成を設定する。

a 助成単価

２０，０００円／１０a （計画面積 ５６０ha、３，０００トン）

b 要件

①生産性向上のための取組み

②コスト低減のための取組み

③生産の団地化、集積に資する取組み

④共同乾燥調整施設の活用、収穫機械等の共同利用

⑤前年度に不作付地だった水田での作付け
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(ｴ) 備蓄米助成（新規）

主食用米の需給調整の取組を推進するため、落札数量に応じて別途追加される配分

枠を活用し、備蓄米への助成を設定する。

a 助成単価

１５，０００円／１０a （計画面積 ７，５００ha ４０，０００トン）

b 要件

国の備蓄米として落札したもの

※・各助成の要件等は、東北農政局との協議を経て後日決定される。

・「飼料用米助成」「地力増進作物等助成」及び「加工用米助成」の合計所要額が流用

後の配分枠を超過した場合は、単価調整を行う。

イ 地域枠の設定

(ｱ) 地域協議会に対する配分は、２４年度の配分額を基準とする。（632,983千円）

(ｲ) 地域枠の未活用額については、県域枠として活用する。

５ スケジュール

３月２６日 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議総会

（産地資金の活用方法について調整））

５月末まで 県から計画書を東北農政局に提出

６月中旬 計画の承認（国→県）
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平成２５年度産地資金に係る枠配分・設定の方針（案）

福島県水田畑作課

１ 福島県全域に係る推進作物については、県域で助成を設定する。

（飼料用米助成、加工用米助成、備蓄米助成）

２ 一部地域のみ該当するものであるが、地域に対する既存の枠配分での対応が困難で

あるものについては県域で助成を設定する。

（米作付困難地域における地力増進作物等助成）

３ 地域協議会等への配分は、平成２４年度の枠配分額を基本とする。

４ 地域協議会等での助成内容は、地域の実情により、枠の範囲内で支援対象・単価を

設定できるものとする。また、畑地への助成も地域の実情により設定できるものとす

る。
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議案第７号  事務手続き等に係る付帯決議について 

 
 
 
 平成２５年度の福島県水田農業産地づくり対策等推進会議に関する次の事務

について、一切の権限を会長に委任する。 

 

１ 東北農政局長等の承認に係る申請に関すること。（申請等の字句等の修正に

関することを含む。） 

 

２ 会員の権利及び義務に抵触しない範囲の規約、諸規程等の語句等の修正に

関すること。 
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